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北
宋
開
封
の
上
元
観
灯
と
城
内
住
民

松　

田　
　
　

亮

　
　
　
　
　

は　

じ　

め　

に

　

北
宋
の
都
で
あ
る
開
封
は
、
黄
河
と
大
運
河
（
汴
河
）
と
の
結
節
点
に
位
置
す
る
。
と
り
わ
け
、
張
択
端
作
「
清
明
上
河
図
）
1
（

」（『
石
渠

宝
笈
三
編
』
所
収
本
、
北
京
故
宮
博
物
院
蔵
）
や
、
孟
元
老
撰
『
東
京
夢
華
録
）
2
（

』（
以
下
、
本
文
で
は
『
夢
華
録
』
と
略
称
）
で
は
、
そ
の
諸
相

が
鮮
明
に
描
写
・
記
述
さ
れ
、
汴
河
を
利
用
し
た
経
済
・
商
業
活
動
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
の
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
従
来
の
唐
宋
変
革
論
を
踏
ま
え
、
様
々
な
角
度
か
ら
北
宋
開
封
城
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
）
3
（

。
古
く
は
都

城
構
造
の
要
た
る
坊
牆
制
の
存
否
を
中
心
に
議
論
が
な
さ
れ
、
唐
長
安
か
ら
北
宋
開
封
に
か
け
て
坊
牆
が
と
り
は
ら
わ
れ
た
こ
と
が
、

城
内
空
間
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
4
（

。
こ
の
よ
う
に
、
北
宋
開
封
の
定
都
は
、
都
城
史
に
お
け
る
一
つ
の
転
換
点

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
当
時
の
都
城
空
間
の
変
容
に
、
政
治
的
動
向
が
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
点
は
、
久
保
田

和
男
氏
に
よ
っ
て
近
年
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
5
（

。

　

一
方
、
開
封
城
内
の
多
層
に
わ
た
る
住
民
を
対
象
と
し
た
生
活
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
そ
の
繁
栄
ぶ
り
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、

先
述
し
た
城
内
空
間
の
変
遷
や
時
期
ご
と
の
背
景
を
念
頭
に
し
た
議
論
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
冒
頭
に
も
挙

一
五
三
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げ
た
「
清
明
上
河
図
」
や
『
夢
華
録
』
は
、
ま
さ
し
く
北
宋
末
の
徽
宗
期
を
対
象
に
描
写
・
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も

当
該
時
期
の
一
断
面
に
過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
宋
全
体
の
事
象
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
）
6
（

。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
城
内
生
活
を
代
表
す
る
諸
行
事
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
時
期
に
よ
る
空
間
的
差
異
を
考
慮
し
つ
つ
、

よ
り
巨
視
的
な
視
点
か
ら
慎
重
に
考
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

な
か
で
も
上
元
観
灯
の
行
事
は
、
那
波
利
貞
氏
以
来
、
都
城
開
封
の
生
活
ぶ
り
を
示
す
好
例
と
し
て
屡
々
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
）
7
（

。

元
来
、
上
元
観
灯
と
は
、
旧
暦
正
月
十
五
日
と
そ
の
前
後
数
日
間
、
城
内
の
各
所
で
灯
を
と
も
し
、
様
々
な
催
し
を
楽
し
む
正
月
中
の

年
中
行
事
の
一
つ
で
あ
る
）
8
（

。
観
灯
の
起
源
は
未
だ
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
隋
唐
代
以
降
、
時
代
・
地
域
を
問
わ
ず
催
さ
れ
、

現
代
で
は
元
宵
節
と
し
て
定
着
し
て
い
る
）
9
（

。
宋
代
に
入
る
と
、
当
該
日
に
夜
間
外
出
の
禁
止
（
夜
禁
）
が
解
か
れ
、
夜
市
が
立
ち
並
ぶ

な
ど
、
士
庶
の
別
な
く
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
）
10
（

。
ま
た
、
そ
の
背
景
に
は
君
主
が
住
民
と
共
に
行
事
を
楽
し
む
「
与
民
同
楽
」
と
い
う

政
治
的
な
演
出
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
）
11
（

。
ゆ
え
に
、
上
元
観
灯
は
都
城
開
封
で
の
殷
賑
を
示
す
最
も
特
有
な
行
事
の
一
つ
と
し
て
こ
れ

ま
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
前
述
し
た
視
座
に
立
て
ば
、
上
元
観
灯
に
関
す
る
従
来
の
見
解
に
は
、
再
検
討
す
べ
き
余
地
が
未
だ
多
く
残
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
行
事
自
体
は
民
間
の
慣
習
で
あ
り
な
が
ら
、『
宋
史
』
礼
志
内
で
は
、
南
郊
や
金
明
池
争
標
（
船
に
よ
る
競
技
）
と

同
様
に
皇
帝
が
城
内
外
を
行
幸
す
る
王
権
儀
礼
の
一
つ
に
位
置
づ
け
て
い
る
）
12
（

。
と
は
い
え
観
灯
自
体
は
、
隋
唐
代
よ
り
伝
世
史
料
に
記

載
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
時
間
的
・
空
間
的
変
遷
は
十
分
整
理
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
宋
史
』『
宋
会
要
輯
稿
』『
続
資
治
通
鑑

長
編
』（
以
下
、
本
文
で
は
『
宋
会
要
』『
長
編
』
と
略
称
）、
そ
の
他
筆
記
史
料
で
は
、
観
灯
行
事
実
施
の
概
況
だ
け
で
な
く
、
中
止
・
縮
小

一
五
四
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の
事
例
も
多
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
現
象
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
や
理
由
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
行
事
の
参
加

者
で
あ
る
士
大
夫
官
僚
・
禁
軍
兵
士
・
商
人
・
僧
（
道
士
）・
庶
人
に
代
表
さ
れ
る
城
内
住
民
の
存
在
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
行
事
の
開

催
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
未
だ
詳
ら
か
で
な
い
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
上
元
観
灯
の
時
間
的
・
空
間
的
変
遷
に
着
目
し
、
行
事
と
城
内
住
民
の
関
係
性
を
論
じ
る
こ
と
で
、
宋
代
社
会
・

文
化
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　

一　

唐
宋
間
に
お
け
る
観
灯
行
事
の
性
格

　

観
灯
行
事
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
隋
唐
期
に
は
都
城
内
で

と
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
）
13
（

。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
都
城
に
お
い
て
行
事
が
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
唐
代
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
北
宋

開
封
に
お
け
る
上
元
観
灯
の
成
立
と
展
開
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
唐
長
安
城
に
お
け
る
観
灯
の
事
例
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に

出
さ
れ
る
の
が
『
旧
唐
書
』
巻
九
九
、
厳
挺
之
伝
、
玄
宗
先
天
二
年
（
七
一
三
）
の
記
事
で
あ
る
。

先
天
二
年
正
月
望
、
胡
僧
婆
陀
夜
に
門
を
開
き
百
千
の
燈
を
燃
や
さ
ん
こ
と
を
請
う
。
睿
宗
延
喜
門
に
御
し
て
觀
樂
す
る
こ
と
、

凡
そ
四
日
を
經ふ

。
又
た
追お
っ

て
先
天
元
年
の
大
酺
を
作
し
、
睿
宗
安
福
門
樓
に
御
し
て
百
司
の
輔
宴
を
觀
、
夜
を
以
て
晝
に
繼
ぎ
、

月
餘
日
を
經
。
挺
之
の
上
疏
し
て
諫
め
て
曰
く
…
…
、
と
。
上
其
の
言
を
納
め
て
止
む
）
14
（

。

　

こ
こ
か
ら
、
先
天
二
年
は
当
時
上
皇
と
な
っ
た
睿
宗
と
、
皇
帝
に
即
位
し
て
間
も
な
い
玄
宗
が
交
互
に
長
安
皇
城
の
門
楼
に
出
御
し
、

盛
大
に
観
灯
の
行
事
を
と
り
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
本
箇
所
に
つ
い
て
、
渡
辺
信
一
郎
氏
は
、
唐
代
の
楽
制
の
観
点
か
ら
、

一
五
五
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本
記
事
に
着
目
し
て
い
る
）
15
（

。
中
で
も
『
唐
会
要
』
燃
灯
条
の
記
載
も
先
天
二
年
の
行
事
事
例
に
始
ま
り
、
天
宝
三
載
（
七
四
四
）
で
は

「
天
寶
三
載
十
一
月
勅
す
。
每
載
舊
に
依
り
て
正
月
十
四
・
十
五
・
十
六
日
に
坊
市
の
門
を
開
き
燃
燈
す
。
永
ら
く
以
て
常
式
と
爲
す
）
16
（

」

と
記
さ
れ
、
こ
れ
よ
り
正
月
十
五
日
の
前
後
一
日
を
含
め
計
三
日
間
行
事
を
催
す
の
が
「
常
式
」
と
な
っ
た
と
み
て
、
唐
代
以
降
の
観

灯
行
事
の
原
型
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

そ
の
後
観
灯
行
事
は
、
唐
長
安
城
か
ら
洛
陽
へ
の
変
遷
を
一
旦
経
て
、
五
代
後
梁
の
開
平
三
年
（
九
〇
九
）
以
降
、
再
び
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
）
17
（

。
五
代
を
通
じ
て
開
封
に
お
け
る
最
初
の
観
灯
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
『
旧
五
代
史
』
巻
七
七
、
天
福
三
年
（
九
三
八
）
条

に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
、

（
天
福
三
年
正
月
）
壬
戌
、
是
の
夜
上
元
を
以
て
京
城
に
張
燈
し
、
都
人
の
遊
樂
を
縱
し
、
帝
大
寜
宮
門
の
樓
に
御
し
之
を
觀
る
）
18
（

。 

こ
こ
か
ら
も
開
封
で
は
後
晋
時
代
よ
り
唐
代
と
同
様
に
行
事
が
催
さ
れ
て
い
た
点
が
確
認
し
得
る
。
さ
ら
に
宋
代
に
入
る
と
、
行
事
の

日
程
が
延
長
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
宋
史
』
巻
一
一
三
、
礼
志
に
、

三
元
觀
燈
、
本
は
方
外
の
說
よ
り
起
こ
る
。
唐
よ
り
以
後
、
常
に
正
月
望
夜
に
お
い
て
、
坊
市
の
門
を
開
き
然
燈
す
。
宋
之
に
因

り
、
上
元
の
前
後
各
一
日
、
城
中
に
張
燈
す
。
…
…
後
に
增
し
て
十
七
・
十
八
の
夜
に
至
る
）
19
（

。

と
あ
っ
て
、
北
宋
初
は
十
四
日
か
ら
十
六
日
の
計
三
日
、
そ
の
後
十
四
日
か
ら
十
八
日
の
計
五
日
に
わ
た
り
行
事
が
催
さ
れ
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
乾
徳
三
年
（
九
六
五
）
に
後
蜀
が
滅
ん
だ
の
を
契
機
と
し
て
、
上
元
観
灯
の
行
事
が
十
七
、
十
八
日
を
含
め
二
日

間
延
長
さ
れ
た
の
が
理
由
で
あ
る
）
20
（

。
こ
の
よ
う
に
、
五
代
の
混
乱
期
に
よ
る
行
事
自
体
の
断
絶
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
宋
代
で
は
日
程

が
延
長
さ
れ
、
上
元
観
灯
が
都
城
に
お
け
る
正
月
の
代
表
的
行
事
に
な
っ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
よ
う
。

一
五
六
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こ
れ
を
踏
ま
え
、
北
宋
開
封
に
お
け
る
上
元
観
灯
の
記
事
を
整
理
す
る
と
、
付
表
の
通
り
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
北
宋
開
封
で
は
概

ね
上
元
節
に
あ
わ
せ
た
行
事
開
催
が
成
立
し
て
い
た
と
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
、「
不
觀
燈
」「
罷
張
燈
」

な
ど
の
記
載
が
目
に
つ
く
。
例
え
ば
、『
宋
会
要
』
帝
系
一
○
―
三
に
み
え
る
、

（
太
平
興
国
）
四
年
正
月
上
元
節
、
觀
燈
せ
ず
。
將
に
晉
陽
に
事
あ
ら
ん
と
す
る
の
故
を
以
て
な
り
）
21
（

。

と
い
う
、
太
平
興
国
四
年
（
九
七
九
）
の
記
事
か
ら
は
、
北
漢
に
対
処
す
る
た
め
に
行
事
を
催
す
余
裕
が
な
か
っ
た
事
情
が
う
か
が
わ
れ

る
。
加
え
て
付
表
を
通
観
す
れ
ば
、
こ
の
太
平
興
国
四
年
を
境
と
し
て
、「
不
觀
燈
」
な
ど
の
記
述
が
み
え
る
よ
う
に
な
る
。
毎
年
正
月

に
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
か
は
、
史
料
の
制
約
上
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、「
不
觀
燈
」「
罷
張
燈
」
な
ど
の
記
述
は
、
宋
よ
り
以
前
に

例
を
み
な
い
。
先
述
し
た
唐
代
の
事
例
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
宋
朝
に
お
い
て
は
、
上
元
観
灯
が
重
要
な
正
月
行
事
の
一
つ
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
開
催
も
唐
代
に
比
し
て
慣
習
化
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
本
来
開
催

さ
れ
る
は
ず
の
行
事
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
唐
宋
間
の
観
灯
行
事
の
特
徴
を
比
べ
る
と
、
両
時
期
に
は
少
な
か
ら
ぬ
差
異
も
み
ら
れ
る
。
改
め
て
北
宋
開
封
に
お
け

る
上
元
観
灯
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
、『
夢
華
録
』
巻
六
で
は
、
北
宋
末
徽
宗
期
の
正
月
行
事
に
つ
い
て
、
正
月
一
日
か
ら
は
じ
ま
り
、

元
旦
の
朝
賀
、
立
春
を
経
て
十
五
日
（
元
宵
）
ま
で
の
流
れ
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
）
22
（

。
す
な
わ
ち
、
①
実
施
期
間
前
（
正
確
に
は
正
月

七
日
以
降
）
よ
り
、
城
内
の
門
楼
に
種
々
の
飾
り
つ
け
を
施
し
、
城
内
各
所
・
道
々
に
も
灯
山
や
音
楽
を
演
奏
す
る
舞
台
を
設
け
、
②
皇

帝
は
十
四
・
十
五
日
と
分
け
て
城
内
各
所
へ
行
幸
し
そ
う
し
た
情
景
を
楽
し
み
、
十
六
日
は
宮
城
の
門
（
宣
徳
門
）
か
ら
観
覧
し
、
そ
の

楽
し
み
を
城
内
住
民
と
共
有
す
る
、
と
い
う
「
与
民
同
楽
」
の
構
図
こ
そ
が
宋
代
の
観
灯
行
事
の
特
徴
で
あ
っ
た
。

一
五
七
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ひ
る
が
え
っ
て
、
唐
代
の
観
灯
行
事
に
目
を
向
け
る
と
、
例
え
ば
、『
旧
唐
書
』
巻
七
、
中
宗
本
紀
、
景
龍
四
年
（
七
一
〇
）
の
記
事

に
は
、（

景
龍
四
年
春
正
月
）
丙
寅
上
元
の
夜
、
帝
、
皇
后
と
微
行
し
觀
燈
す
。
因
り
て
中
書
令
蕭
至
忠
の
第
に
幸
す
。
是
の
夜
、
宮
女
數

千
人
の
看
燈
を
放ゆ
る

し
、
此
れ
に
因
り
て
多
く
亡
逸
す
る
者
あ
り
。
丁
卯
の
夜
、
又
た
微
行
し
看
燈
す
）
23
（

。

と
あ
り
、
皇
帝
は
「
微
行
（
お
忍
び
）」
で
皇
后
と
行
事
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
唐
代
の
観
灯
は
、
必
ず

し
も
宋
代
の
「
与
民
同
楽
」
の
よ
う
な
構
図
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
都
城
に
お
け
る
観
灯
行
事
は
、
先
述
し
た
『
夢
華
録
』
の

形
式
に
至
る
ま
で
、
幾
つ
か
の
変
遷
過
程
を
経
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
最
た
る
例
と
し
て
、
宋
初
で
は
行
事
が
上
元
に
限
ら
ず
、
中
元
（
七
月
）・
下
元
（
十
一
月
）
も
含
め
三
元
に
わ
た
っ
て
と
り
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
。『
春
明
退
朝
録
』
巻
中
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

本
朝
太
宗
の
時
、
三
元
禁
夜
せ
ず
。
上
元
は
乾
元
門
（
宣
徳
門
）
に
御
し
、
中
元
・
下
元
は
東
華
門
に
御
す
。
後
中
元
・
下
元
の
二

節
を
罷
む
れ
ど
も
、
初
元
游
觀
の
盛
な
る
こ
と
、
前
代
に
冠
た
り
）
24
（

。

　

宋
敏
求
の
言
に
よ
れ
ば
、
中
元
・
下
元
節
で
の
行
事
開
催
は
後
々
と
り
や
め
と
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、『
宋
史
』
や
、『
宋
会
要
』

で
は
「
三
元
觀
燈
」
や
「
三
元
燈
」
と
い
っ
た
条
目
の
中
に
、
上
元
の
観
灯
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
）
25
（

。
さ
ら
に
『
宋
会
要
』
帝
系
一

〇
―
七
・
八
、
中
元
灯
の
条
に
は
、

乾
德
六
年
七
月
中
元
節
、
詔
し
て
京
城
張
燈
す
る
こ
と
三
夜
な
り
。
其
夕
、
帝
東
華
門
樓
に
御
し
、
近
臣
を
召
し
宴
飮
し
、
夜
分

に
し
て
罷
む
。
正
門
は
燈
山
を
設
け
ず
、
餘
そ
の
ほ
かは
上
元
の
制
の
如
し
。
是
よ
り
遂
に
以
て
例
と
爲
す
）
26
（

。

一
五
八
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と
あ
っ
て
、
乾
徳
六
年
（
九
六
八
）
に
、
上
元
の
観
灯
に
倣
っ
て
中
元
節
に
も
行
事
を
実
施
し
、
こ
れ
が
「
是
よ
り
遂
に
以
て
例
」
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
）
27
（

。
た
だ
し
そ
の
後
、
淳
化
元
年
（
九
九
〇
）
の
詔
を
契
機
に
、
中
元
・
下
元
と
も
行
事
が
中
止
さ
れ
、
以
降
催
さ

れ
な
く
な
り
、
上
元
節
の
み
に
一
本
化
さ
れ
た
と
い
う
事
象
が
生
じ
て
い
た
）
28
（

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
宋
代
開
封
に
お
け
る
上
元
観
灯
の

行
事
は
、
正
月
中
に
お
け
る
城
内
の
代
表
的
行
事
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
上
元
観
灯
が
唐
宋
間
に
民
間
か
ら
皇
帝
側
の
行
事
と
し
て
慣
習
化
さ
れ
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
行
事
が
城
内
各
所
へ
と
行
幸
す
る
王
権
儀
礼
の
形
へ
と
変
貌
し
て
い
く
背
景
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
十
分

解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
行
事
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
つ
都
城
空
間
の
観
点
か
ら
論
じ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

次
章
で
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　

二　

開
封
都
城
空
間
の
変
容
と
上
元
観
灯
行
事

　

こ
こ
ま
で
何
度
か
触
れ
た
よ
う
に
、
北
宋
代
に
お
け
る
上
元
観
灯
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
皇
帝
は
行
事
の
様
子
を
た
だ
観
覧
す
る

だ
け
で
な
く
、
城
内
各
所
へ
行
幸
し
、
そ
の
歓
楽
を
城
内
住
民
と
享
受
し
て
い
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
宋
代
の
皇
帝
行
幸
に
つ

い
て
、『
宋
史
』
礼
志
の
記
述
に
着
目
す
る
と
、

游
觀
。
天
子
は
歲
時
に
游
豫
す
れ
ば
、
則
ち
上
元
、
集
禧
觀
・
相
國
寺
に
幸
し
、
宣
德
門
に
御
し
觀
燈
す
。
首
夏
、
金
明
池
に
幸

し
水
嬉
を
觀
、
瓊
林
苑
に
宴
射
す
。
大
祀
禮
成
れ
ば
、
則
ち
中
太
一
宮
・
集
禧
觀
・
相
國
寺
に
幸
し
恭
謝
し
、
或
い
は
諸
寺
觀
に

詣
り
て
焚
香
し
、
或
い
は
近
郊
に
至
り
て
閱
武
・
觀
稼
す
、
其
の
事
蓋
し
一
な
ら
ず
）
29
（

。

一
五
九
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と
あ
る
よ
う
に
、
上
元
観
灯
の
行
事
は
皇
帝
行
幸
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
皇
帝
が
観
灯
の
み
な
ら
ず
、
集
禧
観
や
相

国
寺
な
ど
の
寺
観
（
三
月
は
金
明
池
・
瓊
林
苑
）
を
巡
り
御
街
を
通
る
こ
と
で
、
城
内
の
住
民
は
皇
帝
出
御
の
様
子
を
見
物
で
き
た
。
宋

代
に
入
る
と
、
南
郊
祭
祀
や
鹵
簿
が
皇
帝
と
そ
の
周
り
だ
け
で
な
く
、
民
衆
を
も
巻
き
込
ん
だ
行
事
へ
と
変
貌
し
た
の
と
同
様
に
、
上

元
観
灯
も
、
城
内
を
利
用
し
た
王
権
儀
礼
と
な
っ
て
い
っ
た
）
30
（

。
し
た
が
っ
て
、
上
元
観
灯
を
は
じ
め
と
す
る
諸
行
事
の
開
催
に
、
そ
の

舞
台
と
な
っ
た
城
内
の
構
造
は
、
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
久
保
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
比
較
的

開
放
的
な
東
華
門
外
に
対
し
て
、
西
華
門
外
は
軍
営
地
が
集
中
し
て
お
り
、
禁
軍
の
家
族
も
夜
遊
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
）
31
（

。

　

一
方
で
、
当
時
の
城
内
空
間
は
、
宋
代
全
体
に
か
け
て
、
大
き
く
変
容
し
て
い
っ
た
。
と
く
に
王
安
石
時
代
の
禁
軍
改
革
に
よ
っ
て
、

在
京
禁
軍
の
整
理
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
多
く
の
軍
営
地
が
寺
院
や
大
邸
宅
へ
と
再
開
発
さ
れ
た
）
32
（

。
で
は
、
こ
う
し
た
城
内
の
変

容
と
上
元
観
灯
行
事
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。『
夢
華
録
』
巻
六
に
、

正
月
十
四
日
、
車
駕
五
嶽
觀
・
迎
祥
池
に
幸
し
、
對
御
あ
り
（
群
臣
に
宴
を
賜
う
の
謂
い
な
り
）。
…
…
十
五
日
も
、
上
淸
宮
に
詣
り

て
、
亦
た
對
御
あ
り
。
晩
に
至
り
內
に
回か
え

る
。
…
…
十
六
日
、
車
駕
出
で
ず
、
早
膳
を
進
め
訖
わ
り
て
よ
り
、
門
に
登
り
樂
作
し
、

簾
を
卷
き
御
座
す
。
臨
軒
し
萬
姓
に
宣
す
）
33
（

。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
皇
帝
は
日
を
わ
け
て
様
々
な
寺
や
道
観
に
行
幸
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
北
宋
末
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ

て
、
北
宋
代
を
通
し
て
の
事
象
で
あ
っ
た
と
は
受
け
入
れ
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
皇
帝
が
行
幸
の
地
と
し
て
十
四
日
に
向
か
う
と
さ
れ

て
い
る
五
岳
観
・
迎
祥
池
の
創
建
時
期
に
つ
い
て
は
、『
汴
京
遺
蹟
志
』
巻
一
〇
寺
観
、
会
霊
観
の
条
に
、
以
下
の
様
な
記
述
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

一
六
〇
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南
薰
門
內
の
東
北
、
普
濟
水
門
の
西
北
に
在
り
、
宋
大
中
祥
符
五
年
剏
建
す
。
…
…
初
め
五
岳
觀
と
名
づ
く
。
觀
成
り
て
、
名
を

賜
い
て
會
靈
と
す
。
…
…
觀
の
東
に
凝
祥
池
有
り
…
…
）
34
（

。

　

会
霊
観
は
集
禧
観
の
旧
名
で
あ
り
、
道
教
の
山
神
た
る
五
岳
の
大
帝
が
奉
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
）
35
（

。
道
観
自
体
の
創
建
は
大
中
祥

符
五
年
（
一
〇
一
二
）
で
あ
り
、
観
の
東
に
位
置
す
る
凝
祥
池
（
迎
祥
池
）
も
同
時
期
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
宋
朝
成
立
か
ら
半
世

紀
近
く
経
過
し
て
い
る
）
36
（

。
し
た
が
っ
て
、
北
宋
代
に
お
け
る
観
灯
行
事
中
の
皇
帝
の
行
幸
先
は
、
城
内
の
変
容
と
連
動
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
付
表
に
て
示
し
た
行
事
中
の
行
幸
先
を
み
る
と
、
集
禧
観
（
五
岳
観
）・
凝
祥
池
へ
の
行
幸
は
英
宗
期
に
は
じ
ま
り
、
北
宋
後

半
期
に
あ
た
る
哲
宗
の
治
世
に
集
中
し
て
い
る
点
が
確
認
で
き
る
。
行
幸
先
全
体
を
俯
瞰
す
れ
ば
、
宋
初
に
あ
た
る
太
祖
・
太
宗
期
ま

で
は
、
観
灯
行
事
中
の
行
幸
場
所
は
、
宮
城
の
門
楼
か
相
国
寺
が
中
心
で
あ
り
、
真
宗
期
よ
り
、
先
の
『
宋
史
』
礼
志
に
記
載
さ
れ
る

よ
う
な
行
幸
先
に
定
ま
り
、
皇
帝
が
日
を
わ
け
て
城
内
各
地
の
寺
観
に
赴
く
よ
う
に
な
っ
た
と
わ
か
る
。
例
え
ば
、『
宋
会
要
』
帝
系
一

○
―
四
、
咸
平
五
年
（
一
〇
〇
二
）
条
に
も
、

（
咸
平
）
五
年
正
月
上
元
節
、
興
國
寺
・
建
隆
觀
に
幸
す
。
回
り
て
乾
元
樓
に
御
し
觀
燈
す
）
37
（

。

と
あ
っ
て
、
前
年
の
開
宝
寺
か
ら
乾
元
門
へ
の
行
幸
が
お
こ
な
わ
れ
た
事
例
も
踏
ま
え
れ
ば
、
真
宗
期
以
降
で
は
城
内
に
お
け
る
寺
観

の
建
立
と
、
行
事
中
の
行
幸
先
に
は
一
定
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、『
長
編
』
巻
五
一
、
咸
平
五
年
正
月
壬
寅

条
に
、
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

壬
寅
、
啓
聖
院
の
太
宗
神
御
殿
に
謁
す
。
初
め
、
太
祖
・
太
宗
每
歲
上
元
に
佛
寺
に
歷
幸
し
、
然
る
後
、
樓
に
御
し
觀
燈
す
。
上
、

一
六
一
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諒
陰
畢
り
て
よ
り
、
啓
聖
院
は
太
宗
降
誕
の
地
に
し
て
、
聖
容
焉
に
在
る
を
以
て
、
燕
遊
の
所
と
爲
す
を
欲
せ
ず
。
故
に
期
に
前さ
き

ん
じ
て
往
拜
し
、
望
夕
に
至
り
て
、
乃
ち
他
寺
に
幸
す
。
遂
に
定
制
と
爲
す
）
38
（

。

　

こ
こ
で
は
、
啓
聖
院
の
太
宗
神
御
殿
に
つ
い
て
、
上
元
節
の
際
に
燕
遊
の
地
と
す
る
こ
と
を
嫌
い
、
あ
ら
か
じ
め
拝
礼
を
お
こ
な
う

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
元
観
灯
行
事
を
祖
宗
文
化
と
紐
づ
け
な
が
ら
、
王
権
儀
礼
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
持
た
せ
て
い
っ

た
点
が
み
て
と
れ
る
）
39
（

。
周
知
の
よ
う
に
、
宋
初
よ
り
太
祖
は
城
内
に
建
隆
観
を
建
て
、
道
教
政
策
を
推
し
進
め
た
。
と
く
に
真
宗
は
本

格
的
に
道
教
を
と
り
い
れ
、「
澶
淵
の
盟
」
を
結
ん
だ
際
に
は
、
国
威
発
揚
の
手
段
と
し
て
天
書
が
舞
い
降
り
た
と
称
し
、
泰
山
で
封
禅

の
儀
式
を
挙
行
し
て
い
る
）
40
（

。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
五
岳
観
で
の
道
教
儀
礼
に
つ
い
て
も
、『
宋
会
要
』
礼
五
―
二
一
、
大
中
祥
符
九
年

（
一
〇
一
六
）
の
記
事
に
、

（
大
中
祥
符
九
年
）
二
月
、
會
靈
觀
を
し
て
朔
望
・
三
七
・
正
・
寒
食
・
上
巳
・
三
元
毎
に
、
士
庶
の
焚
薌
を
許
さ
し
め
、
著
し
て

定
式
と
爲
す
。
…
…
九
月
、
會
靈
觀
使
陳
彭
年
言
へ
ら
く
「
本
觀
每
月
朔
開
觀
す
る
こ
と
一
日
、
上
元
・
淸
明
節
各
三
日
、
中
元
・

下
元
節
各
一
日
を
請
う
」
と
。
之
に
從
う
）
41
（

。

と
あ
っ
て
、
道
観
で
の
儀
礼
が
上
元
を
含
め
た
各
節
日
に
お
こ
な
わ
れ
、
真
宗
期
で
は
慣
例
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ

ち
、
真
宗
期
に
お
け
る
道
教
政
策
は
、
上
元
観
灯
行
事
時
に
お
け
る
行
幸
先
に
も
変
化
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

城
内
に
お
け
る
観
灯
行
事
の
変
遷
を
よ
り
視
覚
的
に
あ
ら
わ
す
た
め
、
さ
き
ほ
ど
付
表
で
示
し
た
皇
帝
の
行
幸
先
を
、
北
宋
開
封
の
城

内
平
面
図
に
示
す
と
、
付
図
の
よ
う
に
な
り
、
皇
帝
が
城
内
の
諸
寺
観
に
行
幸
し
、
宮
城
の
楼
に
登
り
御
街
を
見
渡
す
の
が
一
連
の
動

き
だ
っ
た
と
わ
か
る
。
行
幸
す
る
地
点
は
、
太
祖
・
太
宗
期
は
、
宮
城
の
門
楼
か
相
国
寺
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
真
宗
期
以
降
、

一
六
二
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先
述
し
た
啓
聖
院
を
は
じ
め
、
開
宝
寺
・
太
平
興
国
寺
と
い
っ
た
仏
教
寺
院
や
、
建
隆
観
・
集
禧
観
な
ど
の
道
観
も
加
わ
っ
て
い
る
。

神
宗
・
哲
宗
期
に
は
、
こ
れ
ら
の
地
点
が
行
幸
先
と
し
て
よ
り
一
層
パ
タ
ー
ン
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
五
岳
観
を
は

じ
め
と
す
る
道
観
が
外
城
南
東
部
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
真
宗
期
に
観
灯
行
事
時
の
行
幸
が
、
よ
り
王
権
儀
礼
と
し
て
の

性
格
を
強
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
上
元
観
灯
行
事
が
、
道
観
を
中
心
と
す
る
城
内
の
変
容
に
合
わ
せ
て
王
権
儀
礼
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て

い
っ
た
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
の
み
で
は
、
実
際
に
行
事
に
参
加
し
て
い
た
城
内
住
民
の
存
在
に
つ
い

て
、
十
分
論
及
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
更
に
論
じ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　

三　

上
元
観
灯
行
事
の
実
態
と
城
内
住
民

　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
北
宋
開
封
「
上
元
観
灯
」
行
事
の
実
態

　

こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
観
灯
行
事
に
は
、
行
幸
す
る
皇
帝
と
そ
の
周
辺
だ
け
で
な
く
、
開
封
城

内
の
多
層
に
わ
た
る
城
内
住
民
全
体
が
参
加
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
当
時
の
城
内
は
士
大
夫
官
僚
・
禁
軍
兵
士
・
商
人
・
僧
（
道
士
）・

庶
人
に
代
表
さ
れ
る
住
民
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
観
灯
時
に
お
い
て
も
各
階
層
の
存
在
が
、
行
事
の
特
徴
と
し
て
如
実
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
士
大
夫
層
は
、
行
事
を
一
城
内
住
民
と
し
て
過
ご
す
だ
け
で
な
く
、
先
述
し
た
皇
帝
の
み
が
許
さ
れ
る
宣
徳

門
上
で
の
観
覧
も
許
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
）
42
（

。
加
え
て
、
彼
ら
は
後
述
す
る
政
策
論
議
の
中
で
も
行
事
の
開
催
自
体
に
直
接
か
か
わ
っ

て
い
た
。
ま
た
、
僧
道
た
ち
は
各
寺
観
に
お
い
て
儀
礼
を
と
り
お
こ
な
い
、
行
幸
の
際
は
、
そ
の
様
子
を
観
覧
で
き
た
点
は
、
成
尋
『
参

一
六
三
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天
台
五
台
山
記
』
に
も
具
に
記
録
さ
れ
て
い
る
）
43
（

。
一
方
で
、
当
該
期
間
は
城
内
の
各
所
で
夜
禁
が
解
か
れ
、
多
く
の
城
内
住
民
が
参
加

し
て
い
た
。
行
事
の
観
覧
を
許
さ
れ
た
禁
軍
及
び
そ
の
家
族
、
上
元
の
節
日
に
あ
た
っ
て
様
々
な
食
事
・
品
物
を
提
供
す
る
商
売
人
や

歌
舞
を
披
露
す
る
芸
人
は
そ
の
最
た
る
例
で
あ
ろ
う
。
坊
牆
が
と
り
は
ら
わ
れ
た
城
内
に
は
茶
館
・
酒
肆
・
邸
店
等
の
商
業
施
設
が
数

多
く
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
と
く
に
上
元
の
時
期
に
も
、
各
層
の
人
々
で
賑
わ
っ
て
い
た
）
44
（

。
こ
う
し
た
行
事
時
に
お
け
る
多
様
な
城
内
住

民
の
関
与
が
み
ら
れ
る
な
か
、「
与
民
同
楽
」
と
い
う
行
事
の
特
徴
は
、
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
維
持
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
羽
鳥
一
彦
氏
が
指
摘
す
る
観
灯
行
事
の
中
止
例
で
あ
る
）
45
（

。
行
事
は
、
対
外
戦
争
・
喪
葬
・
諒
闇
・
災
害
・

諸
儀
礼
と
の
兼
ね
合
い
・
皇
帝
個
人
の
問
題
な
ど
の
理
由
か
ら
、
中
止
さ
れ
た
事
例
が
多
い
（
付
表
参
照
）。
注
目
す
べ
き
は
、
皇
帝
出

御
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
事
が
開
催
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
宋
会
要
』
帝
系
一
○
―
四
、
大
中
祥
符
二
年
（
一
〇
〇

九
）
の
記
事
に
、

二
年
正
月
上
元
節
、
京
城
に
張
燈
す
る
も
、
帝
臨
觀
せ
ず
、
明
德
皇
后
の
喪
制
な
る
の
故
を
以
て
な
り
）
46
（

。

と
あ
っ
て
、
さ
ら
に
同
書
元
豊
八
年
（
一
〇
八
五
）
の
記
事
に
も
、

八
年
上
元
節
、
觀
燈
を
罷
む
る
は
、
上
不
豫
な
る
を
以
て
の
故
な
り
。
是
よ
り
先
、
中
書
省
言
へ
ら
く
「
上
元
節
に
景
靈
宮
・
萬

壽
觀
神
御
殿
に
排
設
張
樂
せ
ん
と
欲
し
、
諸
宮
觀
寺
院
を
開
く
こ
と
五
日
、
然
燈
し
樂
を
作
し
、
禁
夜
せ
ざ
る
に
及
び
、
宣
德
門

に
御
せ
ざ
れ
ど
も
、
諸
樂
藝
人
の
賜
物
は
舊
に
依
り
て
給
わ
ら
ん
こ
と
を
」
と
。
之
に
從
う
）
47
（

。

と
記
さ
れ
、
皇
帝
が
出
御
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
城
内
で
は
一
定
の
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
行
事
の
一
端
を
担
う
人
々
に

一
六
四
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は
金
銭
も
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
一
口
に
「
上
元
観
灯
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
実
態
は
単
純
に
「
与
民
同
楽
」
の
形
で
の
み

実
施
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

加
え
て
、
上
元
観
灯
を
示
す
語
に
つ
い
て
、
付
表
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
史
料
中
で
は
「
張
燈
」「
放
燈
」「
然
燈
」（「
然
」
は
「
燃
」

に
同
じ
）
と
も
表
記
さ
れ
る
）
48
（

。
従
来
の
研
究
で
は
、
い
ず
れ
も
上
元
観
灯
を
示
す
語
と
し
て
扱
わ
れ
、
呼
称
の
差
ま
で
は
考
慮
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
皇
帝
が
出
御
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
城
内
で
は
行
事
が
開
催
さ
れ
て
い
た

と
い
う
事
例
を
考
慮
す
れ
ば
、
行
事
の
呼
称
に
つ
い
て
も
今
一
度
注
意
を
払
う
必
要
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、「
觀
燈
」
は
皇
帝
が
そ

の
側
近
ら
と
、
城
内
に
あ
る
門
の
楼
閣
（
基
本
的
に
は
宮
城
の
南
門
）
に
登
り
、
そ
こ
か
ら
城
内
を
見
下
ろ
す
と
い
う
皇
帝
側
の
具
体
的

行
動
を
あ
ら
わ
す
。
一
方
で
、「
張
燈
」
は
城
内
全
体
で
灯
り
が
と
も
さ
れ
る
状
態
を
意
味
す
る
。
ゆ
え
に
、「
罷
張
燈
」
の
場
合
は
城

内
全
体
に
お
け
る
全
行
事
の
中
止
を
意
味
す
る
が
、「
不
觀
燈
」
は
、
皇
帝
の
「
觀
燈
」
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け

で
、「
張
燈
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
行
事
が
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
）
49
（

。
な
ぜ
な
ら
、
皇
帝
の
出

御
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
城
内
で
は
夜
禁
が
解
か
れ
、
諸
々
の
催
し
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
時
期
に
よ
っ
て
多
様
な
実
施
形

態
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
行
事
に
お
け
る
城
内
住
民
の
存
在
は
や
は
り
無
視
で
き
な
い
。
最
後
に
、
行
事
中
止
時
の
背
景
と
城
内
住
民
の
存
在
を
、

当
時
の
政
策
議
論
の
中
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

一
六
五
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（
二
）
行
事
の
中
止
背
景
と
城
内
住
民
の
存
在

　

こ
こ
で
再
び
付
表
に
目
を
向
け
る
と
、
仁
宗
期
明
道
二
年
（
一
〇
三
三
）
以
降
、「
觀
燈
」
或
い
は
「
張
燈
」
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ

た
事
例
が
多
い
の
に
気
づ
く
。
嘉
祐
七
年
（
一
〇
六
二
）
に
行
事
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
の
三
十
年
間
余
り
の
期
間
、
少
な
く
と
も
諸
史
料

に
は
「
罷
觀
燈
」「
罷
張
燈
」
と
い
っ
た
記
載
し
か
み
ら
れ
な
い
。
無
論
、
行
事
中
止
の
理
由
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
喪
葬
や
災
害
等

の
問
題
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
背
景
に
は
如
何
な
る
経
緯
が
あ
っ
た
の
か
。
と
り
わ
け
、
こ
の
時
期
は
劉
太
后
に
よ
る
垂
簾
聴
政
が
終
わ

り
、
仁
宗
に
よ
る
親
政
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
）
50
（

。
加
え
て
士
大
夫
間
に
お
い
て
も
「
与
民
同
楽
」
の
思
想
が
浸
透
し
て
い
た
）
51
（

。
こ
の
よ
う

な
政
治
的
変
動
を
踏
ま
え
つ
つ
、
士
大
夫
官
僚
が
観
灯
行
事
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
政
策
提
起
を
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

　

ま
ず
、『
宋
会
要
』
帝
系
一
○
―
六
、
嘉
祐
四
年
（
一
〇
五
九
）
の
記
事
を
み
る
と
、

四
年
正
月
上
元
節
、
京
城
に
積
雪
あ
る
を
以
て
、
張
燈
を
罷
む
れ
ど
も
、
士
庶
の
遊
觀
は
縱
す
、
仍
り
て
禁
夜
せ
ず
）
52
（

。

と
あ
っ
て
、
こ
の
年
は
積
雪
に
よ
っ
て
行
事
自
体
が
中
止
さ
れ
て
い
る
が
、「
士
庶
の
遊
觀
」
は
許
さ
れ
、
城
内
で
は
例
年
通
り
上
元
節

の
催
し
が
あ
っ
た
。
そ
の
証
左
と
し
て
、『
歐
陽
脩
全
集
』
巻
一
一
一
、
奏
議
巻
一
五
「
乞
罷
上
元
放
灯
箚
子　

嘉
祐
四
年
」
に
は
、

臣
伏
し
て
以
う
に
、
上
元
の
放
燈
、
典
禮
に
出
で
ざ
る
は
、
蓋
し
前
世
の
習
俗
の
傳
う
る
所
に
因
る
な
り
。
…
…
今
立
春
よ
り
以

來
、
陰
寒
に
し
て
雨
雪
あ
り
、
小
民
失
業
し
、
坊
市
は
寂
寥
に
し
て
、
寒
凍
す
る
の
人
、
死
し
損
す
る
も
の
少
な
か
ら
ず
、
薪
炭

食
物
、
其
の
價
增
倍
し
、
民
凍
餓
を
憂
う
。
何
ぞ
遨
遊
す
る
暇
あ
ら
ん
や
。
臣
、
本
府
に
て
日
々
公
事
を
閱
る
に
、
內
に
井
に
投

じ
、
河
に
投
ず
る
も
死
せ
ざ
る
人
あ
り
。
皆
貧
寒
の
爲
に
因
り
て
、
自
ら
死
す
る
所
を
求
む
る
と
稱
す
。
今
日
一
婦
人
凍
死
す
る

一
六
六
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あ
り
、
其
の
夫
も
尋
い
で
亦
た
自
ら
縊
る
。
竊
か
に
惟
う
に
里
巷
の
中
、
所
を
失
す
る
の
人
、
何
ぞ
勝
げ
て
數
う
べ
け
ん
や
）
53
（

。

と
記
さ
れ
る
。
毎
年
冬
期
の
開
封
城
内
に
お
い
て
は
、
汴
河
の
凍
結
な
ど
の
都
市
問
題
が
発
生
し
て
お
り
、
と
く
に
嘉
祐
四
年
は
年
間

を
通
し
て
の
異
常
気
象
が
、
城
内
の
住
民
に
も
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
）
54
（

。
仁
宗
期
の
開
封
は
禁
軍
の
集
中
に
よ
っ
て
爆
発
的
に
人
口

が
増
加
し
、
そ
の
数
は
百
万
を
下
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
55
（

。
要
す
る
に
、
行
事
開
催
を
巡
っ
て
は
、
単
な
る
政
治
的
演
出
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
城
内
住
民
の
存
在
を
念
頭
に
、
歐
陽
脩
を
は
じ
め
と
す
る
士
大
夫
官
僚
の
間
で
政
策
論
議
が
進
め
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
『
文
恭
集
』
巻
七
、
胡
宿
の
「
論
罷
上
元
放
灯
奏
」
に
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

臣
或
い
は
臣
僚
の
上
言
す
る
を
聞
く
に
、
以
う
に
今
春
汴
河
を
開
淘
し
、
役
を
興
す
こ
と
至
っ
て
衆
し
。
上
元
の
放
燈
を
罷
め
、

以
て
一
切
を
防
が
ん
こ
と
を
乞
う
。
放
燈
は
誠
に
急
務
に
非
ず
、
公
私
に
お
い
て
益
無
し
。
然
れ
ど
も
之
を
罷
む
る
に
も
亦
た
須

く
名
有
る
べ
し
。
若
し
開
河
を
以
て
言
と
爲
せ
ば
、
體
に
お
い
て
大
な
ら
ざ
る
を
恐
る
。
今
東
南
數
路
の
災
旱
甚
だ
廣
く
、
穀
價

翔
踊
し
、
民
の
食
飢
乏
す
。
又
た
河
北
の
水
沴
、
愁
墊
未
だ
息
ま
ず
。
若
し
惻
然
と
し
て
旨
を
降
し
、
此
に
藉
り
て
罷
む
れ
ば
、

則
ち
名
義
に
お
い
て
甚
だ
大
な
り
。
四
方
觀
聽
す
れ
ば
、
必
ず
聖
心
に
窮
困
を
矜
憐
す
る
の
意
有
る
を
喜
ば
ん
）
56
（

。

　

枢
密
副
使
で
あ
っ
た
胡
宿
の
言
に
よ
れ
ば
、
行
事
の
中
止
は
汴
河
の
浚
渫
が
大
き
な
要
因
で
あ
り
な
が
ら
、
干
ば
つ
に
よ
る
米
価
高

騰
・
水
災
被
害
を
「
名
義
」、
す
な
わ
ち
大
義
名
分
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
宋
会
要
』
帝
系
一
○
―
六
に
よ

れ
ば
、
嘉
祐
七
年
（
一
〇
六
二
）、
久
々
の
上
元
観
灯
に
あ
た
っ
て
仁
宗
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

七
年
正
月
上
元
節
、
宣
德
門
に
御
し
觀
燈
す
。
酒
行
し
、
帝
從
臣
を
顧
み
て
曰
く
「
此
れ
歲
時
に
因
り
萬
姓
と
同
に
樂
し
む
の
み
、

一
六
七
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朕
獨
り
遊
觀
を
肆
に
す
る
に
非
ざ
る
な
り
」
と
）
57
（

。

　

こ
の
頃
の
正
月
十
八
日
は
、
宣
徳
門
前
に
お
い
て
皇
帝
の
面
前
で
芸
人
の
公
演
や
女
相
撲
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
上
元
観
灯
が
「
与

民
同
楽
」
を
あ
ら
わ
す
た
め
の
演
出
装
置
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
）
58
（

。
た
だ
し
、
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も

表
層
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、『
司
馬
公
文
集
』
巻
二
一
、「
論
上
元
遊
幸
劄
子　

嘉
祐
七
年
正
月
十
二
日
上
」
で
司
馬
光
が
、

臣
等
竊
か
に
惟
う
に
上
元
の
觀
燈
、
本
よ
り
典
禮
に
非
ず
。
正
に
時
和
年
豐
な
る
を
以
て
、
百
姓
と
樂
し
み
を
同
じ
く
し
、
太
平

の
榮
觀
を
爲
さ
ん
と
欲
す
る
の
み
。
…
…
伏
し
て
望
む
ら
く
は
、
陛
下
之
を
每
歲
に
比
し
、
特
に
遊
觀
の
處
を
減
ら
さ
ん
こ
と
を
。

以
て
下
民
を
閔
恤
し
、
聖
神
を
安
養
す
れ
ば
、
天
下
の
幸
甚
し
）
59
（

。

と
、
先
述
し
た
歐
陽
脩
の
言
に
も
同
様
の
文
言
が
み
え
る
が
、
こ
こ
で
も
観
灯
自
体
が
、「
本
よ
り
典
禮
に
非
ず
」
と
見
做
さ
れ
て
い

る
。
ゆ
え
に
、
直
面
す
る
天
災
に
対
し
て
、「
与
民
同
楽
」
と
い
う
大
義
名
分
を
掲
げ
つ
つ
も
、
上
元
観
灯
が
典
礼
で
は
な
く
習
俗
に
過

ぎ
な
い
と
す
る
彼
ら
の
主
張
は
、
行
事
が
南
郊
な
ど
の
王
朝
儀
礼
と
は
本
質
的
に
切
り
離
さ
れ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
北
宋
開
封
に
お
け
る
上
元
観
灯
の
実
態
に
は
、
太
祖
・
太
宗
か
ら
真
宗
・

仁
宗
期
に
か
け
て
、
皇
帝
側
が
行
事
を
実
施
す
る
か
否
か
の
背
景
に
、
当
時
の
城
内
に
お
け
る
多
様
な
階
層
の
人
々
の
存
在
が
意
識
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
孟
元
老
『
夢
華
録
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
「
与
民
同
楽
」
と
い
う
構
図
の
み
が
、
北
宋
開

封
に
お
け
る
上
元
観
灯
の
理
想
的
表
象
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

一
六
八
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本
稿
で
論
じ
た
内
容
を
整
理
す
る
と
、
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
一
）
上
元
観
灯
の
行
事
自
体
は
、
先
天
二
年
（
七
一
三
）
以
降
の
記
事
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
唐
代
に
お
い
て
も
開
催
さ
れ
て
い
た

が
、
北
宋
よ
り
民
間
か
ら
皇
帝
側
の
行
事
と
し
て
慣
習
化
さ
れ
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
と
り
わ
け
宋
初
で
は
、
上
元
・
中
元
・
下
元

の
三
元
に
わ
た
っ
て
催
さ
れ
、
太
宗
期
の
淳
化
元
年
（
九
九
〇
）
に
三
元
観
灯
か
ら
上
元
観
灯
へ
と
行
事
が
一
本
化
さ
れ
た
。

　
（
二
）
観
灯
行
事
中
の
行
幸
場
所
は
、
宋
初
は
宮
城
の
門
楼
を
除
け
ば
相
国
寺
が
中
心
で
あ
っ
た
。
真
宗
期
に
な
っ
て
、
外
城
東
南
部

の
道
観
建
立
が
、
上
元
観
灯
行
事
の
行
幸
先
に
影
響
を
与
え
、
行
事
が
都
城
空
間
の
中
で
徐
々
に
王
権
儀
礼
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て

い
っ
た
。

　
（
三
）
上
元
観
灯
は
「
与
民
同
楽
」
と
い
う
政
治
的
意
図
と
は
裏
腹
に
、
皇
帝
の
出
御
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
城
内
で
は
夜
禁
が
解
か

れ
、
諸
々
の
催
し
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
王
権
儀
礼
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
つ
つ
も
、
民
間
行
事
と
し
て
の

性
格
も
維
持
さ
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
仁
宗
期
明
道
二
年
（
一
〇
三
三
）
か
ら
、
嘉
祐
七
年
（
一
〇
六
二
）
に
か
け
て
の
、
士
大
夫
ら

に
よ
る
観
灯
中
止
の
議
論
で
は
、
城
内
住
民
の
存
在
が
一
定
程
度
意
識
さ
れ
て
お
り
、
城
内
の
現
状
を
反
映
し
た
政
策
提
起
が
な
さ
れ

て
い
た
。

　

以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
本
稿
で
は
上
元
観
灯
と
い
う
行
事
が
、
当
時
の
繁
栄
ぶ
り
を
物
語
る
だ
け
で
な
く
、
北
宋
開
封
全
体
の
時

間
的
・
空
間
的
変
容
と
連
動
し
て
お
り
、
皇
帝
側
と
当
時
の
多
層
に
わ
た
る
城
内
住
民
と
の
関
係
性
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き

る
好
例
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
北
宋
開
封
城
の
空
間
構
造
と
城
内
に
お
け
る
多
様
な
階
層
の
人
々
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
坊
牆
制

一
六
九



82

東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
五
巻
　

第
二
号

東洋学報　第105巻２号　北宋開封の上元観灯と城内住民　最終抜念校

に
関
す
る
議
論
は
従
来
多
く
あ
る
も
の
の
、
未
だ
不
明
な
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
徽
宗
期
以
前
の
時
代
的
背
景
と
城
内

の
変
容
と
を
結
び
付
け
た
再
検
討
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
し
く
本
稿
は
そ
の
試
み
の
一
環
で
あ
っ
た
。
宋
朝
成
立
当
初
の
観
灯
は
、

周
辺
諸
国
か
ら
来
朝
し
た
朝
貢
使
節
に
対
し
て
、
京
師
で
の
祝
祭
を
い
わ
ば
見
せ
つ
け
る
と
い
う
外
交
的
側
面
を
多
分
に
含
ん
で
い
た
。

す
な
わ
ち
、
太
祖
期
に
お
け
る
上
元
観
灯
は
一
つ
の
政
治
的
装
置
と
し
て
、
国
際
秩
序
を
維
持
す
る
目
的
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
仁
宗
期
以
降
に
お
け
る
観
灯
中
止
の
議
論
が
士
大
夫
間
で
多
く
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
北
宋
に
お
け
る
皇
帝
権
力
の
変
化
と
い

う
側
面
が
多
分
に
表
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
観
灯
以
外
の
更
な
る
例
証
を
以
て

補
強
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

註（1
）　

例
え
ば
、
近
年
出
版
さ
れ
た
主
要
な
刊
行
物
と
し
て
、
東
京
国

立
博
物
館
等
編
集
『
日
中
国
交
正
常
化
四
〇
周
年
・
東
京
国
立
博
物

館
一
四
〇
周
年
特
別
展 

北
京
故
宮
博
物
院
二
〇
〇
選
』（
朝
日
新
聞

社
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
、
二
〇
一
二
年
）、
東
京
国

立
博
物
館
・
北
京
故
宮
博
物
院
特
別
協
力
『
決
定
版
清
明
上
河
図
』

（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
九
年
）
が
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
研
究
動
向
に

つ
い
て
は
、
木
田
知
生
「
宋
代
開
封
と
張
択
端
『
清
明
上
河
図
』」

（『
史
林
』
第
六
一
巻
第
五
号
、
一
九
七
八
年
、
一
三
〇
―
一
四
四
頁
）

参
照
。
な
お
、
画
巻
の
描
写
場
面
に
つ
い
て
は
未
だ
議
論
が
残
さ
れ

て
い
る
。
伊
原
弘
『
宋
代
中
国
都
市
の
形
態
と
構
造
』（
勉
誠
出
版
、

二
〇
二
〇
年
）
一
五
三
―
一
七
三
頁
参
照
。

（
2
）　

孟
元
老
撰
・
鄧
之
誠
注
『
東
京
夢
華
録
注
』
巻
六
元
宵
（
中
華

書
局
、
一
九
八
二
年
）
一
六
四
―
一
七
〇
頁
。
伊
永
文
箋
注
『
東
京

夢
華
録
箋
注
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）
お
よ
び
入
矢
義
高
・
梅

原
郁
訳
注
『
東
京
夢
華
録　
　

宋
代
の
都
市
と
生
活　
　

』（
平
凡

社
、
一
九
九
六
年
）
も
参
照
。

（
3
）　

北
宋
開
封
に
関
す
る
体
系
的
な
研
究
成
果
と
し
て
、
龐
徳
新
『
従

話
本
及
擬
話
本
所
見
之 

宋
代
両
京
市
民
生
活
』（
龍
門
書
店
、
一
九

七
四
年
）、
周
宝
珠
『
宋
代
東
京
研
究
』（
河
南
大
学
出
版
社
、
一
九

一
七
〇



83

北
宋
開
封
の
上
元
観
灯
と
城
内
住
民
　
　
松
田

東洋学報　第105巻２号　北宋開封の上元観灯と城内住民　最終抜念校

九
二
年
）、
劉
春
迎
『
北
宋
東
京
城
研
究
』（
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇

四
年
）
等
が
あ
る
。
近
年
の
宋
代
史
研
究
全
体
の
研
究
動
向
に
つ
い

て
は
、
平
田
茂
樹
・
山
口
智
哉
・
小
林
隆
道
・
梅
村
尚
樹
編
『
宋
代

と
は
何
か　
　

最
前
線
の
研
究
が
描
き
出
す
新
た
な
歴
史
像　
　

』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
二
年
）
参
照
。

（
4
）　

北
宋
開
封
の
坊
牆
制
（
坊
制
）
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、
先
駆

的
研
究
に
加
藤
繁
「
宋
代
に
於
け
る
都
市
の
発
達
に
就
い
て
」（『
東

洋
史
論
叢　

桑
原
博
士
還
暦
記
念
』
弘
文
堂
、
一
九
三
一
年
、
九
三

―
一
四
〇
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
梅
原
郁
「
宋
代
の
開
封

と
都
市
制
度
」（『
鷹
陵
史
学
』
第
三
・
四
合
併
号
、
一
九
七
七
年
、

四
七
―
七
四
頁
）
お
よ
び
木
田
知
生
「
宋
代
の
都
市
研
究
を
め
ぐ
る

諸
問
題　
　

国
都
開
封
を
中
心
と
し
て　
　

」（『
東
洋
史
研
究
』
第

三
七
巻
第
二
号
、
一
九
七
八
年
、
一
一
七
―
一
二
九
頁
）
に
よ
っ
て

北
宋
開
封
に
お
け
る
坊
牆
の
存
否
の
時
期
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
な
さ

れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
久
保
田
和
男
「
宋
都
開
封
の
治
安
制

度
と
都
市
構
造
」（『
史
学
雑
誌
』
第
一
〇
四
編
第
七
号
、
一
九
九
五

年
、
七
四
―
九
七
頁
）
で
は
、
禁
軍
に
よ
る
治
安
維
持
の
問
題
と
夜

禁
の
側
面
か
ら
、
前
述
の
議
論
を
再
検
討
し
、
開
封
に
お
い
て
坊
牆

制
は
五
代
時
代
に
は
既
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
本
稿

で
は
、
妹
尾
達
彦
「
都
市
の
生
活
と
文
化
」（『
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
時

代
史
の
基
本
問
題
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
、
三
六
五
―
四
四
二

頁
）
三
七
二
―
三
七
五
頁
の
見
解
に
従
い
、「
坊
牆
制
」
と
呼
称
す

る
。

（
5
）　

久
保
田
和
男
『
宋
代
開
封
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七

年
）、
お
よ
び
同
氏
『
宋
都
開
封
の
成
立
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
三

年
）
参
照
。

（
6
）　

拙
稿
「
北
宋
開
封
の
都
市
文
化
と
住
民　
　

研
究
の
現
状
と
課

題
を
中
心
に　
　

」（『
ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
都
市
と
社
会
』

中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
二
〇
年
、
二
四
一
―
二
九
二
頁
）
参
照
。

（
7
）　

那
波
利
貞
「
元
宵
観
灯
（
上
・
下
）」（『
歴
史
と
地
理
』
第
一
巻

第
三
・
五
号
、
一
九
一
八
年
、
九
〇
―
九
四
・
九
七
―
一
〇
〇
頁
）

参
照
。
そ
の
ほ
か
先
駆
的
研
究
に
、
小
笠
原
宣
秀
「
上
元
放
燈
の
起

源
に
就
い
て
」（『
龍
谷
大
学
論
叢
』
第
二
九
六
号
、
一
九
三
一
年
、

九
二
―
一
〇
六
頁
）、
永
尾
龍
造
『
支
那
民
俗
誌
（
第
二
巻
）』（
支
那

民
俗
誌
刊
行
会
、
一
九
四
一
年
）
二
七
四
―
五
八
三
頁
、
森
鹿
三
「
正

月
十
五
日
の
行
事
」（『
東
方
学
報
』
第
二
二
冊
、
一
九
五
三
年
、
一

六
八
―
一
八
〇
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
8
）　

中
村
喬
『
中
国
歳
時
史
の
研
究
』（
朋
友
書
店
、
一
九
九
三
年
）

四
九
頁
参
照
。

（
9
）　

例
え
ば
福
州
に
お
け
る
事
例
を
と
り
あ
げ
た
も
の
に
、
マ
イ
ケ

ル
・
ソ
ー
ニ
氏
の
論
考
が
あ
る
。M

ichael Szonyi, Practicing 

K
inship: Lineage and D

escent in Late Im
perial C

hina. 

一
七
一
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C
alifornia: Stanford U

niversity Press, 2002, p.142

参
照
。
時
代
は

下
る
が
、
明
代
金
陵
（
南
京
）
の
「
上
元
灯
彩
図
」
も
あ
る
。
張
宏
・

周
安
慶
「
明
代
金
陵
『
上
元
灯
彩
図
』
風
俗
画
巻
的
文
化
解
読
」（『
江

蘇
地
方
志
』
第
一
期
、
二
〇
一
〇
年
、
四
六
―
四
九
頁
）、
劉
俊
哲
・

植
田
憲
・
宮
崎
清
「
中
国
・
南
京
に
お
け
る
伝
統
的
灯
籠
「
秦
淮
灯

彩
」
の
成
立
と
発
展　
　

文
献
資
料
の
精
査
を
中
心
と
し
て　
　

」

（『
デ
ザ
イ
ン
学
研
究
』
五
九
巻
三
号
、
二
〇
一
二
年
、
九
三
―
一
〇

二
頁
）
参
照
。
ま
た
、
観
灯
の
説
話
で
あ
る
明
の
瞿
佑
『
剪
灯
新
話
』

は
、
東
ア
ジ
ア
で
独
自
に
受
容
さ
れ
、
日
本
で
も
「
牡
丹
灯
籠
」
と

し
て
親
し
ま
れ
る
。
張
龍
妹
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
『
剪
灯
新
話
』

の
受
容　
　
『
伝
奇
漫
録
』
に
お
け
る
恋
物
語
の
特
質　
　

」（『
ア
ジ

ア
遊
学
』
第
一
一
四
号
、
二
〇
〇
八
年
、
六
二
―
六
九
頁
）
参
照
。

こ
の
よ
う
に
『
夷
堅
志
』
を
中
心
に
、
後
代
の
志
怪
小
説
や
講
談
の

中
で
も
、
北
宋
開
封
の
上
元
観
灯
行
事
は
語
り
継
が
れ
て
き
た
。
こ

の
点
は
、
拙
稿
「
北
宋
開
封
の
住
民
社
会
と
志
怪
小
説　
　

李
濂
『
汴

京
勼
異
記
』
の
分
析
を
中
心
と
し
て　
　

」（『
中
央
大
学
ア
ジ
ア
史

研
究
』
第
四
七
号
、
二
〇
二
三
年
、
一
〇
七
―
一
三
四
頁
）
参
照
。

（
10
）　 

塩
卓
悟
「
唐
宋
代
の
夜
市
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
七
三
巻
第
二

号
、
二
〇
一
四
年
、
三
二
―
六
二
頁
）。

（
11
）　

前
掲
註
（
5
）
久
保
田
二
〇
〇
七
書
、
三
二
七
頁
。「
与
民
同

楽
」
の
理
念
は
『
孟
子
』
梁
惠
王
章
句
上
「
古
之
人
與
民
偕
樂
、
故

能
樂
也
」（
所
収
：
阮
元
校
刻
『
十
三
経
注
疏
：
附
校
勘
記
』
中
華
書

局
、
一
九
八
〇
年
、
二
六
六
六
頁
）
の
語
に
由
来
す
る
。

（
12
）　
『
宋
史
』
巻
一
一
三
、
礼
一
六
、
游
観
（
中
華
書
局
、
一
九
七
七

年
）
二
六
九
五
頁
。

（
13
）　

中
村
裕
一
『
中
国
古
代
の
年
中
行
事
（
第
一
冊 

春
）』（
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
九
年
）
二
二
八
―
二
四
三
頁
参
照
。
上
元
観
灯
の
起
源

に
か
ん
す
る
論
考
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
管
見
の
限
り
先
行
研
究

は
、
①
漢
代
太
一
神
説
、
②
仏
教
起
源
説
、
③
道
教
起
源
説
の
三
説

に
大
別
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
前
掲
註
（
6
）
拙
稿
、
二
六
〇
頁
参
照
。

ま
た
張
勃
氏
は
、
李
商
隠
の
詩
「
正
月
十
五
夜
聞
京
有
燈
恨
不
得
觀
」

の
「
月
色
燈
光
滿
帝
都
、
香
車
寶
馬
隘
通
衢
。
身
閒
不
覩
中
興
盛
、

羞
逐
鄕
人
賽
紫
姑
」（
陳
貽
焮
主
編
『
増
訂
注
釈
全
唐
詩
』
巻
五
三

四
、
文
化
芸
術
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
四
九
九
頁
）
に
着
目
し
、

都
市
と
農
村
に
お
け
る
年
中
行
事
の
差
異
を
指
摘
す
る
。
張
勃
『
唐

代
節
日
研
究
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
八
一
頁
参

照
。
ま
た
、
熊
孺
登
「
正
月
十
五
日
」
に
「
漢
家
遺
事
今
宵
見
、
楚

郭
明
燈
幾
處
張
。
深
夜
行
歌
聲
絕
後
、
紫
姑
神
下
月
蒼
蒼
」（『
増
訂

注
釈
全
唐
詩
』
巻
四
六
五
、
八
〇
六
頁
）
と
あ
っ
て
、
唐
人
の
中
で

は
漢
代
太
一
神
を
起
源
と
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
点
も
注
視
す
べ
き

で
あ
る
。
な
お
、
近
年
中
村
裕
一
氏
は
、
現
行
本
『
荊
楚
歳
時
記
』

正
月
十
五
日
の
記
事
は
、
杜
台
卿
『
玉
燭
宝
典
』
の
独
自
記
事
と
指

一
七
二
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摘
す
る
。
同
氏
『
荊
楚
歳
時
記
新
考
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）

二
七
七
―
二
七
九
頁
参
照
。

（
14
）　
「
先
天
二
年
正
月
望
、
胡
僧
婆
陀
請
夜
開
門
燃
百
千
燈
、
睿
宗
御

延
喜
門
觀
樂
、
凡
經
四
日
。
又
追
作
先
天
元
年
大
酺
、
睿
宗
御
安
福

門
樓
觀
百
司
酺
宴
、
以
夜
繼
晝
、
經
月
餘
日
。
挺
之
上
疏
諫
曰
…
…

上
納
其
言
而
止
」（『
旧
唐
書
』
巻
九
九
、
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年
、

三
一
〇
三
―
三
一
〇
四
頁
）。
同
書
巻
七
、
睿
宗
本
紀
に
も
「（
二
年

春
正
月
）
上
元
日
夜
、
上
皇
御
安
福
門
觀
燈
、
…
…
一
夜
方
罷
。
…
…

初
、
有
僧
婆
陁
請
夜
開
門
然
燈
百
千
炬
、
三
日
三
夜
。
皇
帝
御
延
喜

門
觀
燈
縱
樂
、
凡
三
日
夜
。
左
拾
遺
嚴
挺
之
上
疏
諫
之
、
乃
止
」（『
旧

唐
書
』
巻
七
、
一
六
一
頁
）
と
あ
る
。

（
15
）　

渡
辺
信
一
郎
『
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家　
　

日
本
雅
楽
の
源

流　
　

』（
文
理
閣
、
二
〇
一
三
年
）
二
九
四
頁
参
照
。

（
16
）　
「
天
寶
三
載
十
一
月
勅
、
每
載
依
舊
正
月
十
四
・
十
五
・
十
六
日

開
坊
市
門
燃
燈
、
永
以
爲
常
式
」（『
唐
会
要
』
巻
四
九
、
燃
燈
条
、

中
華
書
局
、
一
九
五
五
年
、
八
六
二
頁
）。
た
だ
し
『
唐
会
要
』
独
自

の
記
事
で
は
な
く
、
両
唐
書
に
由
来
す
る
と
い
う
指
摘
も
み
ら
れ
る
。

辻
正
博
「
武
英
殿
聚
珍
版
本
『
唐
会
要
』
の
テ
キ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
唐
代
史
研
究
』
第
二
二
号
、
二
〇
一
九
年
、
五
七
―
七
〇
頁
）
参

照
。

（
17
）　
『
旧
五
代
史
』
開
平
三
年
の
記
事
に
、「（
開
平
三
年
正
月
）
詔
曰

「
近
年
以
來
、
風
俗
未
泰
、
兵
革
且
繁
、
正
月
燃
燈
、
廢
停
已
久
。
今

屬
創
開
鴻
業
、
初
建
洛
陽
、
方
在
上
春
、
務
逹
陽
氣
、
宜
以
正
月
十

四
・
十
五
・
十
六
日
夜
、
開
坊
市
門
、
一
任
公
私
燃
燈
祈
福
」（『
旧

五
代
史
』
巻
四
、
中
華
書
局
、
一
九
七
六
年
、
六
七
頁
）
と
あ
る
。

朱
全
忠
は
九
〇
七
年
即
位
し
た
際
、
開
封
を
都
と
し
た
が
、
九
〇
八

年
か
ら
九
一
二
年
ま
で
洛
陽
に
遷
都
し
て
い
た
。
前
掲
註
（
5
）
久

保
田
二
〇
〇
七
書
、
二
三
頁
参
照
。

（
18
）　
「（
天
福
三
年
正
月
）
壬
戌
、
是
夜
以
上
元
張
燈
於
京
城
、
縱
都

人
遊
樂
、
帝
御
大
寜
宮
門
樓
觀
之
」（『
旧
五
代
史
』
巻
七
七
、
一
〇

一
三
頁
）。
大
寧
宮
門
は
宣
徳
門
の
旧
名
で
あ
る
。

（
19
）　
「
三
元
觀
燈
、
本
起
於
方
外
之
說
。
自
唐
以
後
、
常
於
正
月
望

夜
、
開
坊
市
門
然
燈
。
宋
因
之
、
上
元
前
後
各
一
日
、
城
中
張
燈
、

…
…
後
增
至
十
七
・
十
八
夜
」（『
宋
史
』
巻
一
一
三
、
礼
一
六
、
二

六
九
七
―
二
六
九
八
頁
）。

（
20
）　

前
掲
註
（
8
）
中
村
喬
書
、
七
三
―
八
一
頁
参
照
。

（
21
）　
「（
太
平
興
国
）
四
年
正
月
上
元
節
、
不
觀
燈
、
以
將
有
事
晉
陽

故
也
」（
徐
松
輯
『
宋
会
要
輯
稿
』
帝
系
一
○
―
三
、
中
華
書
局
、
一

九
五
七
年
、
二
一
〇
頁
）。

（
22
）　
『
東
京
夢
華
録
』
巻
六
、
一
五
四
―
一
七
七
頁
。
上
元
節
は
観
灯

の
み
な
ら
ず
、
賽
紫
姑
以
外
に
も
出
遊
、
歌
舞
、
踏
歌
、
粘
銭
財
が

あ
っ
た
。
前
掲
註
（
13
）
張
勃
書
、
三
二
頁
参
照
。
ま
た
、
地
域
に

一
七
三
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よ
っ
て
は
抜
河
（
綱
引
き
）
や
角
抵
（
相
撲
）
も
催
さ
れ
た
。
前
掲

註
（
13
）
中
村
二
〇
〇
九
書
、
二
二
四
―
二
二
八
頁
。

（
23
）　
「（
景
龍
四
年
春
正
月
）
丙
寅
上
元
夜
、
帝
與
皇
后
微
行
觀
燈
、

因
幸
中
書
令
蕭
至
忠
之
第
。
是
夜
、
放
宮
女
數
千
人
看
燈
、
因
此
多

有
亡
逸
者
。
丁
卯
夜
、
又
微
行
看
燈
」（『
旧
唐
書
』
巻
七
、
一
四
九

頁
）。

（
24
）　
「
本
朝
太
宗
時
、
三
元
不
禁
夜
、
上
元
御
乾
元
門
、
中
元
・
下
元

御
東
華
門
、
後
罷
中
元
・
下
元
二
節
、
而
初
元
游
觀
之
盛
、
冠
於
前

代
」（
宋
敏
求
撰
『
春
明
退
朝
録
』
巻
中
、
中
華
書
局
、
一
九
八
〇

年
、
二
九
頁
）。

（
25
）　

管
見
の
限
り
で
は
、
前
掲
註
（
5
）
久
保
田
二
〇
二
三
書
、
二

〇
二
頁
の
ほ
か
、
前
掲
註
（
3
）
周
宝
珠
書
、
四
九
八
頁
で
簡
略
に

指
摘
す
る
の
み
で
あ
る
。

（
26
）　
「
乾
德
六
年
七
月
中
元
節
、
詔
京
城
張
燈
三
夜
。
其
夕
、
帝
御
東

華
門
樓
、
召
近
臣
宴
飮
、
夜
分
而
罷
。
正
門
不
設
燈
山
、
餘
如
上
元

之
制
。
自
是
遂
以
爲
例
」（『
宋
会
要
輯
稿
』
帝
系
一
○
―
七
・
八
、

二
一
二
頁
）。

（
27
）　
『
宋
会
要
輯
稿
』
帝
系
一
○
―
八
、
二
一
三
頁
に
「
淳
化
元
年
六

月
三
日
、
詔
罷
中
元
・
下
元
張
燈
、
遂
爲
故
事
、
自
此
始
也
」
と
あ

る
。
な
お
、
三
元
観
灯
が
太
宗
期
淳
化
元
年
（
九
九
〇
）
以
降
、
上

元
の
み
に
集
約
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
観
灯
行
事
の
持
つ
性
格
か
ら
、

郊
祀
制
度
、
城
内
人
口
の
増
加
、
近
隣
諸
国
間
と
の
外
交
な
ど
、
複

合
的
な
要
素
が
見
い
だ
せ
る
。
例
え
ば
久
保
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
こ
の
時
期
に
は
南
郊
儀
礼
が
三
年
一
郊
の
形
に
確
立
し
て
い
る
。

前
掲
註
（
5
）
久
保
田
二
〇
二
三
書
、
一
七
六
頁
参
照
。
ま
た
同
氏

は
太
祖
か
ら
太
宗
期
に
か
け
て
在
京
禁
軍
の
数
が
倍
増
し
た
と
分
析

す
る
。
前
掲
註
（
5
）
久
保
田
二
〇
〇
七
書
、
七
五
頁
参
照
。
当
時

の
西
夏
側
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
岩
崎
力
『
西
夏
建
国
史
研
究
』（
汲

古
書
院
、
二
〇
一
八
年
）
三
〇
四
―
三
一
〇
頁
参
照
。
天
聖
二
年
（
一

〇
二
四
）
に
は
、
五
節
に
お
け
る
宮
観
で
の
然
灯
が
廃
止
さ
れ
、
道

教
儀
礼
時
の
経
費
削
減
が
な
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
註
（
5
）
久
保
田

二
〇
二
三
書
、
二
四
〇
―
二
四
一
頁
参
照
。
郊
祀
や
道
教
儀
礼
と
の

か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
観
灯
以
外
の
側
面
か

ら
も
、
慎
重
に
論
じ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改

め
た
い
。

（
28
）　

た
だ
し
、
王
栐
撰
『
燕
翼
詒
謀
録
』
巻
三
（
中
華
書
局
、
一
九

八
一
年
）
二
五
頁
に
「
太
宗
淳
化
元
年
六
月
丙
午
、
詔
罷
中
元
・
下

元
張
燈
。
官
雖
廢
之
、
而
私
家
猶
有
私
自
張
燈
者
。
余
曩
仕
山
陽
、

中
元
・
下
元
酒
務
張
燈
賣
酒
、
豈
北
方
遺
俗
猶
有
存
者
耶
」
と
い
う

記
述
が
あ
り
、
中
元
・
下
元
節
に
行
事
を
催
す
風
習
が
地
方
で
は
残
っ

て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）　
「
游
觀
。
天
子
歲
時
游
豫
、
則
上
元
幸
集
禧
觀
・
相
國
寺
、
御
宣

一
七
四
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德
門
觀
燈
。
首
夏
幸
金
明
池
觀
水
嬉
、
瓊
林
苑
宴
射
。
大
祀
禮
成
、

則
幸
中
太
一
宮
・
集
禧
觀
・
相
國
寺
恭
謝
、
或
詣
諸
寺
觀
焚
香
、
或

至
近
郊
閱
武
・
觀
稼
、
其
事
蓋
不
一
焉
」（『
宋
史
』
巻
一
一
三
、
礼

一
六
、
二
六
九
五
頁
）。

（
30
）　

儀
礼
史
研
究
に
お
い
て
、
唐
後
半
に
お
け
る
皇
帝
親
郊
の
盛
儀

や
南
郊
の
鹵
簿
と
い
っ
た
王
権
儀
礼
が
、
世
俗
化
す
る
点
は
金
子
修

一
『
中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
四

〇
五
頁
参
照
。
こ
う
し
た
潮
流
が
、
宋
朝
に
お
い
て
民
間
の
行
事
で

あ
っ
た
上
元
観
灯
行
事
を
皇
帝
側
が
組
み
込
ん
で
い
く
こ
と
に
も
つ

な
が
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
唐
宋
代
に
お
け
る
国
家
祭
祀
は
、

小
島
毅
「
郊
祀
制
度
の
変
遷
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
〇

八
冊
、
一
九
八
九
年
、
一
二
三
―
二
一
九
頁
）
一
三
五
―
一
三
七
頁
、

梅
原
郁
「
皇
帝
・
祭
祀
・
国
都
」（
中
村
賢
二
郎
編
『
歴
史
の
な
か
の

都
市　
　

続
都
市
の
社
会
史　
　

』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
六

年
、
二
八
四
―
三
〇
七
頁
）
参
照
。
開
封
城
内
で
の
鹵
簿
は
、Patricia 

B
. Ebrey, “Taking O

ut the G
rand C

arriage: Im
perial Spectacle 

and the V
isual C

ulture of N
orthern Song K

aifeng,” Asia M
ajor 

Third Series, 12: 1, 1999, pp. 33–65

に
詳
し
い
。

（
31
）　

前
掲
註
（
5
）
久
保
田
二
〇
〇
七
書
、
一
八
二
―
三
頁
参
照
。

（
32
）　

前
掲
註
（
5
）
久
保
田
二
〇
〇
七
書
、
二
三
七
―
二
四
〇
頁
参

照
。

（
33
）　
「
正
月
十
四
日
、
車
駕
幸
五
嶽
觀
迎
祥
池
、
有
對
御
（
謂
賜
群
臣

宴
也
）。
…
…
十
五
日
詣
上
淸
宮
、
亦
有
對
御
、
至
晚
回
內
。
…
…
十

六
日
車
駕
不
出
、
自
進
早
膳
訖
、
登
門
樂
作
、
卷
簾
御
座
、
臨
軒
宣

萬
姓
」（『
東
京
夢
華
録
』
巻
六
、
一
七
〇
―
一
七
二
頁
）。

（
34
）　
「
在
南
薰
門
內
東
北
、
普
濟
水
門
西
北
、
宋
大
中
祥
符
五
年
剏

建
。
…
…
初
名
五
岳
觀
、
觀
成
、
賜
名
會
靈
。
…
…
觀
東
有
凝
祥
池

…
…
」（
李
濂
撰
『
汴
京
遺
蹟
志
』
巻
一
〇
寺
観
、
中
華
書
局
、
一
九

九
九
年
、
一
六
五
頁
）。

（
35
）　
「
集
禧
觀
、
舊
曰
會
靈
。
…
…
以
奉
五
岳
帝
」（『
宋
会
要
輯
稿
』

礼
五
―
二
一
、
四
七
五
頁
）
と
あ
る
。

（
36
）　

な
お
、
迎
祥
池
の
創
建
は
、『
宋
会
要
輯
稿
』
礼
五
―
二
一
に

「（
大
中
祥
符
八
年
）
五
月
、
詔
會
靈
觀
池
以
凝
祥
爲
名
、
園
以
奉
靈

爲
名
。
即
舊
池
也
、
又
導
惠
民
河
注
之
」
と
み
え
、
会
霊
観
建
立
後

の
大
中
祥
符
八
年
（
一
〇
一
五
）
に
あ
た
る
。

（
37
）　
「（
咸
平
）
五
年
正
月
上
元
節
、
幸
興
國
寺
・
建
隆
觀
、
回
御
乾

元
樓
觀
燈
」（『
宋
会
要
輯
稿
』
帝
系
一
○
―
四
、
二
一
一
頁
）。

（
38
）　
「
壬
寅
、
謁
啓
聖
院
太
宗
神
御
殿
。
初
、
太
祖
・
太
宗
每
歲
上
元

歷
幸
佛
寺
、
然
後
御
樓
觀
燈
。
上
自
畢
諒
陰
、
以
啓
聖
院
太
宗
降
誕

之
地
、
聖
容
在
焉
、
不
欲
爲
燕
遊
之
所
、
故
前
期
往
拜
、
至
望
夕
、

乃
幸
他
寺
。
遂
爲
定
制
」（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
五
一
、
中
華
書

局
、
一
九
九
五
年
、
一
一
〇
七
頁
）。
本
箇
所
の
考
察
は
、
山
内
弘
一

一
七
五
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「
北
宋
時
代
の
神
御
殿
と
景
霊
宮
」（『
東
方
学
』
第
七
〇
輯
、
一
九
八

五
年
、
四
六
―
六
〇
頁
）
四
九
頁
参
照
。

（
39
）　

北
宋
前
期
に
「
祖
宗
の
制
」
が
政
治
文
化
の
中
に
根
付
い
て
い

た
点
は
、
鄧
小
南
『
祖
宗
之
法
：
北
宋
前
期
政
治
述
略
』（
生
活
・
読

書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
再
版
：
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
40
）　

北
宋
代
に
お
け
る
道
教
信
仰
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
義
豊
『
吉
岡

義
豊
著
作
集
（
第
四
巻
）』（
五
月
書
房
、
一
九
八
九
年
）
七
二
―
七

七
頁
参
照
。
そ
の
ほ
か
北
宋
開
封
の
景
霊
宮
が
、
道
観
と
祖
廟
の
特

色
を
併
せ
持
っ
た
と
す
る
点
は
、
吾
妻
重
二
「
宋
代
の
景
霊
宮
に
つ

い
て　
　

道
教
祭
祀
と
儒
教
祭
祀
の
交
差　
　

」（
小
林
正
美
編
『
道

教
の
斎
法
儀
礼
の
思
想
史
的
研
究
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
六
年
、
二

八
三
―
三
三
三
頁
）
参
照
。

（
41
）　
「（
大
中
祥
符
九
年
）
二
月
、
令
會
靈
觀
每
朔
望
・
三
七
・
正
・

寒
食
・
上
巳
・
三
元
、
許
士
庶
焚
薌
、
著
爲
定
式
。
…
…
九
月
、
會

靈
觀
使
陳
彭
年
言
「
請
本
觀
每
月
朔
開
觀
一
日
、
上
元
・
淸
明
節
各

三
日
、
中
元
・
下
元
節
各
一
日
」
從
之
」（『
宋
会
要
輯
稿
』
礼
五
―

二
一
、
四
七
五
頁
）。

（
42
）　

一
例
と
し
て
、『
太
平
御
覧
』
等
の
編
纂
で
知
ら
れ
る
李
昉
は
、

観
灯
行
事
の
際
に
楼
上
で
酒
食
を
賜
っ
て
い
る
。『
宋
史
』
巻
五
、
太

宗
本
紀
に
「（
至
道
元
年
正
月
）
辛
酉
、
上
御
乾
元
門
觀
燈
」（『
宋

史
』
巻
五
、
九
六
頁
）、
同
書
巻
二
六
五
、
李
昉
伝
に
も
「
至
道
元
年

正
月
望
、
上
觀
燈
乾
元
樓
、
召
昉
賜
坐
於
側
、
酌
御
罇
酒
飮
之
、
自

取
果
餌
以
賜
」（
同
書
巻
二
六
五
、
九
一
三
八
頁
）
と
記
さ
れ
る
。
な

お
、
同
書
巻
四
七
〇
、
趙
賛
伝
に
は
「
至
道
元
年
上
元
節
、
京
城
張

燈
、
太
宗
以
上
淸
宮
成
、
臨
幸
」（
同
書
巻
四
七
〇
、
一
三
六
八
〇

頁
）
と
あ
り
、「
観
灯
」「
張
灯
」
と
い
っ
た
行
事
を
示
す
史
料
中
の

語
が
み
ら
れ
る
点
は
、
後
述
の
問
題
と
か
か
わ
る
。

（
43
）　

拙
稿
「
北
宋
神
宗
期
開
封
の
都
城
社
会
と
住
民
文
化　
　

成
尋

『
参
天
台
五
台
山
記
』
を
手
が
か
り
と
し
て　
　

」（『
都
市
史
研
究
』

一
〇
号
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
二
三
年
、
一
―
一
九
頁
）
参
照
。

（
44
）　

城
内
の
飲
食
店
舗
に
つ
い
て
は
、
中
村
喬
『
宋
代
の
料
理
と
食

品
』（
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
七
二
―
三
八
二
頁
参
照
。
と
り

わ
け
茶
館
に
つ
い
て
は
、
平
田
茂
樹
「
従
都
市
史
料
和
筆
記
小
説
的

比
較
来
看
宋
代
的
茶
館
」（『
清
華
学
報
』
新
四
八
巻
第
二
期
、
二
〇

一
八
年
、
三
五
七
―
三
八
六
頁
）
参
照
。

（
45
）　

羽
鳥
一
彦
「
上
元
観
燈
に
み
え
る
宋
代
の
都
市
風
俗　
　

宋
代

の
あ
か
り
と
祭
礼　
　

」（『
中
央
大
学
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
九
号
、

一
九
八
五
年
、
一
六
―
三
一
頁
）
二
三
頁
参
照
。
そ
の
ほ
か
、
仁
宗

期
に
お
け
る
放
灯
中
止
の
請
願
に
つ
い
て
は
鄭
寿
彭
『
宋
代
開
封
府

研
究
』（
国
立
編
訳
館
中
華
叢
書
編
審
委
員
会
、
一
九
八
〇
年
）
二
八

五
―
二
八
九
頁
に
も
指
摘
が
み
ら
れ
る
。

（
46
）　
「
二
年
正
月
上
元
節
、
京
城
張
燈
、
帝
不
臨
觀
、
以
明
德
皇
后
喪

一
七
六
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制
故
也
」（『
宋
会
要
輯
稿
』
帝
系
一
○
―
四
、
二
一
一
頁
）。

（
47
）　
「
八
年
上
元
節
、
罷
觀
燈
、
以
上
不
豫
故
也
。
先
是
中
書
省
言

「
上
元
節
欲
景
靈
宮
・
萬
壽
觀
神
御
殿
排
設
張
樂
、
開
諸
宮
觀
寺
院
五

日
、
然
燈
作
樂
、
及
不
禁
夜
、
不
御
宣
德
門
、
諸
樂
藝
人
賜
物
依
舊

給
」
從
之
」（『
宋
会
要
輯
稿
』
帝
系
一
○
―
七
、
二
一
二
頁
）。

（
48
）　

或
い
は
「
燒
燈
」「
放
夜
」
の
語
で
も
記
さ
れ
る
。
あ
く
ま
で
唐

代
の
事
例
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
石
田
幹
之
助
氏
は
行
事
を

主
体
的
に
楽
し
む
側
に
と
っ
て
は
「
觀
燈
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ
く

り
出
す
側
に
と
っ
て
は
「
張
燈
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
石
田
幹
之

助
『
唐
史
叢
鈔
』（
要
書
房
、
一
九
四
八
年
）
二
頁
参
照
。
そ
の
ほ
か

『
事
物
紀
原
』
で
は
「
觀
燈
」「
放
燈
」「
放
夜
」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
項
が

別
個
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
高
承
撰
『
事
物
紀
原
』
巻
八
（
中
華
書

局
、
一
九
八
九
年
）
四
三
〇
頁
。

（
49
）　

な
お
本
稿
で
取
り
上
げ
る
記
事
は
、
あ
く
ま
で
も
開
封
が
対
象

だ
が
、
地
方
で
の
事
例
に
つ
い
て
は
、『
宋
史
』
司
馬
池
伝
に
「（
県
）

令
閭
丘
夢
松
假
他
事
上
府
、
主
簿
稱
疾
不
出
、
池
攝
縣
事
。
會
上
元

張
燈
、
乃
縱
民
遊
觀
、
凡
三
夕
、
民
心
遂
安
」（『
宋
史
』
巻
二
九
八
、

九
九
〇
三
頁
）
と
あ
り
、
地
方
で
も
上
元
節
の
際
に
「
張
燈
」
し
て

い
た
。『
夢
溪
筆
談
』
も
「
狄
靑
爲
樞
密
副
使
、
宣
撫
廣
西
。
時
儂
智

高
守
崑
崙
關
。
靑
至
賓
州
、
值
上
元
節
、
令
大
張
燈
燭
、
首
夜
燕
將

佐
、
次
夜
燕
從
軍
官
、
三
夜
饗
軍
校
」（『
夢
溪
筆
談
』
巻
一
三
権
智
、

中
華
書
局
、
二
〇
一
五
年
、
一
三
二
頁
）
と
記
す
。
陳
元
靚
撰
『
歳

時
広
記
』
巻
一
〇
州
郡
灯
（
中
華
書
局
、
二
〇
二
〇
年
）
二
〇
六
頁

も
参
照
。

（
50
）　

慶
暦
年
間
の
政
治
的
動
向
に
つ
い
て
は
、
熊
本
崇
「
宋
仁
宗
立

太
子
前
後　
　

慶
暦
「
改
革
」
前
史　
　

」（『
集
刊
東
洋
学
』
第
七

九
号
、
一
九
九
八
年
、
四
四
―
六
八
頁
）、
同
「
慶
暦
か
ら
煕
寧
へ

　
　

諫
官
歐
陽
修
を
め
ぐ
っ
て　
　

」（『
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』

第
七
輯
、
一
九
九
八
年
、
一
五
四
―
二
三
八
頁
）
参
照
。

（
51
）　

例
え
ば
范
仲
淹
が
「
与
民
同
楽
」
の
理
念
を
「
憂
楽
天
下
」
の

思
想
と
し
て
再
構
成
し
、
北
宋
中
期
の
士
大
夫
特
有
の
思
想
的
動
向

と
な
っ
た
点
は
、
郭
学
信
『
北
宋
士
風
演
変
的
歴
史
考
察
』（
中
国
社

会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
一
―
一
三
二
頁
に
詳
し
い
。

（
52
）　
「
四
年
正
月
上
元
節
、
以
京
城
積
雪
、
罷
張
燈
、
縱
士
庶
遊
觀
、

仍
不
禁
夜
」（『
宋
会
要
輯
稿
』
帝
系
一
○
―
六
、
二
一
二
頁
）。

（
53
）　

臣
伏
以
「
上
元
放
燈
、
不
出
典
禮
、
蓋
因
前
世
習
俗
所
傳
。
…
…

今
自
立
春
以
來
、
陰
寒
雨
雪
、
小
民
失
業
、
坊
市
寂
寥
、
寒
凍
之
人
、

死
損
不
少
、
薪
炭
食
物
、
其
價
增
倍
、
民
憂
凍
餓
、
何
暇
遨
遊
。
臣

本
府
日
閱
公
事
、
內
有
投
井
投
河
不
死
之
人
、
皆
稱
因
爲
貧
寒
、
自

求
死
所
。
今
日
有
一
婦
人
凍
死
、
其
夫
尋
亦
自
縊
。
竊
惟
里
巷
之
中
、

失
所
之
人
、
何
可
勝
數
」（『
歐
陽
脩
全
集
』
巻
一
一
一
、
中
華
書
局
、

二
〇
〇
一
年
、
一
六
九
〇
頁
）。

一
七
七
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（
54
）　

程
民
生
『
北
宋
開
封
気
象
編
年
史
』（
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
二

年
）
一
九
四
―
一
九
八
頁
参
照
。
た
だ
し
、
北
宋
全
体
の
気
候
変
動

か
ら
す
れ
ば
、
当
該
時
期
が
寒
冷
期
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
満
志
敏
『
中
国
歴
史
時
期
気
候
変
化
研
究
』（
山
東
教
育
出
版

社
、
二
〇
〇
九
年
）
二
二
五
頁
図
八
・
八
参
照
。
前
掲
註
（
5
）
久

保
田
二
〇
二
三
書
、
三
〇
七
頁
も
参
照
。

（
55
）　

前
掲
註
（
5
）
久
保
田
二
〇
〇
七
書
、
一
二
二
頁
。
妹
尾
達
彦

「
唐
長
安
人
口
論
」（『
堀
敏
一
先
生
古
稀
記
念　

中
国
古
代
の
国
家
と

民
衆
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
、
五
六
一
―
五
九
七
頁
）
五
八
八

頁
表
三
参
照
。

（
56
）　
「
臣
或
聞
臣
僚
上
言
、
以
今
春
開
淘
汴
河
、
興
役
至
衆
、
乞
罷
上

元
放
燈
、
以
防
一
切
。
放
燈
誠
非
急
務
、
于
公
私
無
益
、
然
罷
之
亦

須
有
名
。
若
以
開
河
爲
言
、
恐
于
體
不
大
。
今
東
南
數
路
災
旱
甚
廣
、

穀
價
翔
踊
、
民
食
飢
乏
。
又
河
北
水
沴
、
愁
墊
未
息
。
若
惻
然
降
旨
、

藉
此
而
罷
、
則
于
名
義
甚
大
。
四
方
觀
聽
、
必
喜
聖
心
有
矜
憐
窮
困

之
意
」（
胡
宿
撰
『
文
恭
集
』
巻
七
、
商
務
印
書
館
、
一
九
三
五
年
、

八
二
頁
。
胡
宿
は
嘉
祐
六
年
（
一
〇
六
一
）
に
枢
密
副
使
と
な
っ
て

い
る
。『
宋
史
』
巻
一
二
、
二
四
八
頁
。

（
57
）　
「
七
年
正
月
上
元
節
、
御
宣
德
門
觀
燈
。
酒
行
、
帝
顧
從
臣
曰

「
此
因
歲
時
與
萬
姓
同
樂
爾
、
非
朕
獨
肆
遊
觀
也
」（『
宋
会
要
輯
稿
』

帝
系
一
○
―
六
、
二
一
二
頁
）。

（
58
）　

前
掲
註
（
5
）
久
保
田
二
〇
二
三
書
、
二
〇
三
―
二
〇
四
頁
参

照
。

（
59
）　
「
臣
等
竊
惟
上
元
觀
燈
、
本
非
典
禮
。
正
以
時
和
年
豐
、
欲
與
百

姓
同
樂
、
爲
太
平
之
榮
觀
而
已
。
…
…
伏
望
陛
下
比
之
每
歲
、
特
減

遊
觀
之
處
、
以
閔
恤
下
民
、
安
養
聖
神
。
天
下
幸
甚
」（『
温
国
文
正

司
馬
公
文
集
』
巻
二
一
、
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
三
六
年
、
二
〇

九
頁
）。

（
中
央
大
学
大
学
院
・
博
士
後
期
課
程
）

一
七
八
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付
表
　
北
宋
開
封
に
お
け
る
上
元
観
灯
関
連
記
事
一
覧

年
号
（
西
暦
）

皇
帝

開
催
の
有
無

開
催
時
の
行
幸
先
・
中
止
時
の
理
由

出
典

建
隆

2
年
（

961）
太
祖

觀
燈

・
明
德
門
樓

宋
史
、
巻

113 2698頁
会
要
、
帝
系

10-2 210頁
長
編
、
巻

2 37頁
建
隆

3
年
（

962）
太
祖

然
燈

・
詔
開
封
府
：
上
元
夜
然
燈
、
罷
內
前
排
場
戲
樂
宋
史
、
巻

113 2698頁
会
要
、
帝
系

10-2 210頁
乾
徳

3
年
（

965）
太
祖

觀
燈

・
明
德
門
樓

会
要
、
帝
系

10-3 210頁
乾
徳

5
年
（

967）
太
祖

　
　

・
增
十
七
・
十
八
兩
夜

会
要
、
帝
系

10-3 210頁
乾
徳

6
年
（

968）
太
祖

觀
燈

・
明
德
樓
→
東
角
樓
・
東
華
門

会
要
、
帝
系

10-3 210頁
開
宝

7年
（

974）
太
祖

觀
燈
※

1
・
相
國
寺
→
東
華
門

会
要
、
帝
系

10-3 210頁
太
平
興
国

2
年
（

977）
太
宗

張
燈
／
觀
燈

・
相
國
寺
→
東
華
門
樓

宋
史
、
巻

4 55頁
会
要
、
帝
系

10-3 210頁
長
編
、
巻

18 395頁
太
平
興
国

4
年
（

979）
太
宗

不
觀
燈

・
以
將
有
事
晉
陽
故

会
要
、
帝
系

10-3 210頁
雍
熙
元
年
（

984）
太
宗

觀
燈

・
丹
鳳
樓

長
編
、
巻

25 571頁
雍
熙

2
年
（

985）
太
宗

觀
燈

・
丹
鳳
樓

会
要
、
帝
系

10-3 210頁
雍
熙

4
年
（

987）
太
宗

不
觀
燈

・
是
月
十
四
日
、
爲
皇
姪
女
雲
陽
公
主
發
哀

会
要
、
帝
系

10-3 210頁
雍
熙

5
年
（

988）
端
拱
元
年
（

988）
太
宗
不
觀
燈
／
觀
燈
※

2
・
躬
耕
籍
田
故

・
乾
元
門

宋
史
、
巻

113 2698頁
宋
史
、
巻

440 夏
侯
嘉
正
伝

13031頁
会
要
、
帝
系

10-1 209頁
会
要
、
帝
系

10-3 210頁

一
七
九
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端
拱

2
年
（

989）
太
宗

不
觀
燈

・
北
面
用
兵
故

会
要
、
帝
系

10-3 210頁
淳
化

2
年
（

991）
太
宗

不
觀
燈

・
夏
州
用
兵
故

会
要
、
帝
系

10-3 210頁
淳
化

3
年
（

992）
太
宗

觀
燈

・
各
賜
卮
酒

会
要
、
帝
系

10-3 210頁
淳
化

5
年
（

994）
太
宗

觀
燈

・
乾
元
門
樓

会
要
、
帝
系

10-3・
4 210–211頁

至
道
元
年
（

995）
太
宗

觀
燈
／
張
燈

・
乾
元
門

・
李
昉
預
宴

宋
史
、
巻

5 96頁
宋
史
、
巻

265 李
昉
伝

 9138頁
宋
史
、
巻

470 趙
賛
伝

 13680頁
会
要
、
帝
系

10-4 211頁
至
道

2
年
（

996）
太
宗

不
觀
燈

・
十
月
祀
南
郊
故

会
要
、
帝
系

10-4 211頁
咸
平
元
年
（

998）
真
宗

罷
張
燈

・
諒
陰

会
要
、
帝
系

10-4 211頁
咸
平

2
年
（

999）
真
宗

罷
張
燈

・
諒
陰

会
要
、
帝
系

10-4 211頁
咸
平

3
年
（

1000）
真
宗

罷
張
燈

・
車
駕
北
巡
駐
大
名
故

会
要
、
帝
系

10-4 211頁
咸
平

4
年
（

1001）
真
宗

觀
燈

・
開
寶
寺
→
乾
元
門

宋
史
、
巻

6 114頁
会
要
、
帝
系

10-4 211頁
咸
平

5
年
（

1002）
真
宗

觀
燈

・
興
國
寺
→
建
隆
觀
→
乾
元
樓

会
要
、
帝
系

10-4 211頁
景
徳
元
年
（

1004）
真
宗

觀
燈

・
大
食
・
三
佛
齊
・
蒲
端
諸
國
進
奉
使
緡
錢
、
令

觀
燈
宴
飮

宋
史
、
巻

113 2698頁
宋
史
、
巻

490 大
食
国

 14120頁
会
要
、
帝
系

10-1 209頁
会
要
、
帝
系

10-4 211頁
会
要
、
蕃
夷

4-95 7761頁
景
徳

2
年
（

1005）
真
宗

觀
燈

・
賜
交
州
進
奉
使
黎
明
提
錢
、
令
與
占
城
・
大
食

使
觀
燈
宴
飮

宋
史
、
巻

488 交
阯

 14064頁
会
要
、
帝
系

10-4 211頁
会
要
、
蕃
夷

4-26 7726頁

一
八
〇
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景
徳

4
年
（

1007）
真
宗

罷
觀
燈

・
以
皇
從
弟
右
監
門
衞
將
軍
德
鈞
卒

会
要
、
礼

35-6 1303頁
長
編
、
巻

65 1442頁
大
中
祥
符

2
年
（

1009）
真
宗

張
燈
／
不
觀
燈

・
京
城
張
燈
、
帝
不
臨
觀
、
明
德
皇
后
喪
制
故

会
要
、
帝
系

10-4 211頁
大
中
祥
符

3
年
（

1010）
真
宗

不
觀
燈

・
不
觀
燈
、
賜
藥
工
緡
錢
・
帛
如
例
。
以
皇
晉
國

大
長
公
主
發
引
在
近

会
要
、
帝
系

10-4 211頁

大
中
祥
符

4
年
（

1011）
真
宗

觀
燈

・
又
賜
交
州
・
甘
州
進
奉
使
錢
二
萬
、
皆
令
館
伴

使
臣
引
往

会
要
、
帝
系

10-4 211頁

大
中
祥
符

5
年
（

1012）
真
宗

觀
燈

・
乾
元
樓

宋
史
、
巻

257 元
扆
伝

 8951頁
会
要
、
帝
系

10-4 211頁
長
編
、
巻

76 1726頁
大
中
祥
符

7
年
（

1014）
真
宗

不
觀
燈

・
十
五
日
車
駕
發
赴
亳
州

会
要
、
帝
系

10 233頁
大
中
祥
符

8
年
（

1015）
真
宗

觀
燈

・
玉
淸
昭
應
宮
→
乾
元
樓

会
要
、
帝
系

10-4・
5 211頁

天
禧
元
年
（

1017）
真
宗

觀
燈

・
東
華
門
（
十
七
日
）
宣
讀
天
書

会
要
、
帝
系

10-5 211頁
天
禧

5
年
（

1021）
真
宗

觀
燈

・
東
華
門
→
正
陽
門

会
要
、
帝
系

10-5 211頁
乾
興
元
年
（

1022）
真
宗

觀
燈

・
東
華
門

宋
史
、
巻

8 171頁
会
要
、
帝
系

10-5 211頁
長
編
、
巻

98 2269頁
天
聖
元
年
（

1023）
仁
宗

罷
觀
燈

・
諒
陰

会
要
、
帝
系

10-5 211頁
天
聖

2
年
（

1024）
仁
宗

罷
觀
燈

・
諒
陰

会
要
、
帝
系

10-5 211頁
天
聖

3
年
（

1025）
仁
宗

觀
燈

・
景
靈
宮
→
上
淸
宮
→
相
國
寺
→
正
陽
門

宋
史
、
巻

113 2692–2693頁
会
要
、
帝
系

10-5 211頁
天
聖

4
年
（

1026）
仁
宗

觀
燈

・
諸
寺
觀
→
樓

会
要
、
帝
系

10-5 211頁
天
聖

9
年
（

1031）
仁
宗

觀
燈

・
正
陽
門

会
要
、
帝
系

10-5・
6 211–212頁一

八
一



94

東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
五
巻
　

第
二
号

東洋学報　第105巻２号　北宋開封の上元観灯と城内住民　最終抜念校

明
道

2
年
（

1033）
仁
宗

罷
張
燈

・
籍
田
禮
近

会
要
、
帝
系

10-6 212頁
長
編
、
巻

112 2603頁
景
祐

3
年
（

1036）
仁
宗

罷
張
燈

・
追
復
皇
后
郭
氏
出
葬

会
要
、
帝
系

10-6 212頁
会
要
、
礼

41-38 1396頁
長
編
、
巻

118 2774頁
景
祐

4
年
（

1037）
仁
宗

罷
張
燈

・
莊
惠
皇
太
后
在
殯
故

会
要
、
帝
系

10-6 212頁
宝
元
元
年
（

1038）
仁
宗

罷
觀
燈

・
荊
王
元
儼
妻
晉
國
夫
人
張
氏
卒

会
要
、
帝
系

10-6 212頁
慶
暦

3
年
（

1043）
仁
宗

罷
觀
燈

・
鄂
王
薨
故

会
要
、
帝
系

10-6 212頁
慶
暦

4
年
（

1044）
仁
宗

罷
張
燈

・
燕
王
喪
未
成
服
故

会
要
、
帝
系

10-6 212頁
慶
暦

8
年
（

1048）
仁
宗

不
張
燈

・
帝
將
以
望
夕
再
張
燈
、
后
諫
止

宋
史
、
巻

242 慈
聖
光
獻
曹
皇
后

伝
 8620頁
長
編
、
巻

165 3970頁
皇
祐
元
年
（

1049）
仁
宗

罷
張
燈

・
日
有
食
之

・
以
河
北
水
災

宋
史
、
巻

11 226頁
長
編
、
巻

166 3982頁
皇
祐

2
年
（

1050）
仁
宗
罷
觀
燈
／
罷
張
燈
・
以
歲
饑
罷
上
元
觀
燈

宋
史
、
巻

12 229頁
会
要
、
帝
系

10-6 212頁
長
編
、
巻

168 4031頁
皇
祐

5
年
（

1053）
仁
宗

罷
張
燈

・
廣
南
用
兵

宋
史
、
巻

12 233頁
会
要
、
帝
系

10-6 212頁
長
編
、
巻

174 4192頁
至
和
元
年
（

1054）
仁
宗

罷
張
燈

・
溫
成
皇
后
在
殯

会
要
、
帝
系

10-6 212頁

一
八
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嘉
祐
元
年
（

1056）
仁
宗

罷
張
燈

・
帝
不
康
故

宋
史
、
巻

12 239頁
会
要
、
帝
系

10-6 212頁
長
編
、
巻

182 4396頁
嘉
祐

4
年
（

1059）
仁
宗
罷
張
燈
／
罷
放
燈
・
京
城
積
雪
、
罷
張
燈
、
縱
士
庶
遊
觀
、
仍
不
禁

夜
会
要
、
帝
系

10-6 212頁
長
編
、
巻

189 4547頁
嘉
祐

7
年
（

1062）
仁
宗

觀
燈

・
宣
德
門

会
要
、
帝
系

10-6 212頁
長
編
、
巻

196 4737頁
治
平
元
年
（

1064）
英
宗

罷
張
燈

・
諒
陰

会
要
、
帝
系

10-6 212頁
治
平

2
年
（

1065）
英
宗

罷
張
燈

・
諒
陰

会
要
、
帝
系

10-6 212頁
治
平

3
年
（

1066）
英
宗

觀
燈

・
集
禧
觀
→
景
靈
宮
→
建
隆
觀
→
寶
相
院
→
宣
德

門
会
要
、
帝
系

10-6 212頁

治
平

4
年
（

1067）
神
宗

罷
張
燈

・
諒
陰

会
要
、
帝
系

10-6 212頁
熙
寧
元
年
（

1068）
神
宗

罷
張
燈

・
諒
陰

会
要
、
帝
系

10-6 212頁
熙
寧

2
年
（

1069）
神
宗

罷
張
燈

・
諒
陰

会
要
、
帝
系

10-6 212頁
熙
寧

3
年
（

1070）
神
宗

罷
觀
燈

・
楚
國
公
主
喪
故

会
要
、
帝
系

10-6 212頁
熙
寧

4
年
（

1071）
神
宗

觀
燈

・
集
禧
觀
→
相
國
寺
→
宣
德
門

宋
史
、
巻

15 278頁
会
要
、
帝
系

10-6 212頁
熙
寧

7
年
（

1074）
神
宗

觀
燈

・
中
太
一
宮
→
相
國
寺
→
宣
德
門

宋
史
、
巻

15 285頁
会
要
、
帝
系

10-6 212頁
熙
寧

8
年
（

1075）
神
宗

觀
燈

・
宣
德
門

宋
史
、
巻

15 287頁
熙
寧

9
年
（

1076）
神
宗

觀
燈

・
集
禧
觀
→
中
太
一
宮
→
相
國
寺
→
宣
德
門

長
編
、
巻

272 6660頁
熙
寧

10年
（

1077）
神
宗

觀
燈

・
宣
德
門

宋
史
、
巻

15 292頁
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元
豊
元
年
（

1078）
神
宗

觀
燈
／
張
燈

・
宣
德
門

・
太
皇
太
后
不
出
觀

宋
史
、
巻

15 294頁
長
編
、
巻

287 7030頁
元
豊

2
年
（

1079）
神
宗

觀
燈

・
宣
德
門

宋
史
、
巻

15 296頁
会
要
、
帝
系

10-6・
7 212頁

元
豊

3
年
（

1080）
神
宗

罷
張
燈

・
慈
聖
光
獻
皇
后
在
殯
故

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
元
豊

4
年
（

1081）
神
宗

罷
觀
燈

・
明
州
觀
察
使
宗
悌
卒

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
元
豊

5
年
（

1082）
神
宗

觀
燈

・
宣
德
門

宋
史
、
巻

16 306頁
元
豊

6
年
（

1083）
神
宗

觀
燈

・
宣
德
門

宋
史
、
巻

16 309頁
元
豊

7
年
（

1084）
神
宗

罷
觀
燈

・
魯
國
大
長
公
主
在
殯
故

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
長
編
、
巻

341 8214–8215頁
元
豊

8
年
（

1085）
神
宗

罷
觀
燈

・
上
不
豫
故

・
不
御
宣
德
門
、
諸
樂
藝
人
賜
物
依
舊
給

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
長
編
、
巻

351 8404頁
元
祐
元
年
（

1086）
哲
宗

罷
上
元
節
游
幸

・
諒
闇

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
元
祐

2
年
（

1087）
哲
宗

罷
上
元
節
游
幸

・
諒
闇

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
元
祐

3
年
（

1088）
哲
宗

罷
上
元
節
游
幸

・
陰
雪

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
元
祐

4
年
（

1089）
哲
宗

觀
燈

・
凝
祥
池
→
中
太
一
宮
→
集
禧
觀
→
相
國
寺
→
宣

德
門

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
長
編
、
巻

421 10189頁
元
祐

5
年
（

1090）
哲
宗

觀
燈

・
凝
祥
池
→
中
太
一
宮
→
集
禧
觀
→
相
國
寺
→
宣

德
門

長
編
、
巻

437 10526頁

元
祐

6
年
（

1091）
哲
宗

觀
燈

・
凝
祥
池
→
中
太
一
宮
→
集
禧
觀
→
醴
泉
觀
→
相

國
寺
→
宣
德
門

長
編
、
巻

454 10883頁

元
祐

7
年
（

1092）
哲
宗

觀
燈

・
凝
祥
池
→
中
太
一
宮
→
上
淸
儲
祥
宮
→
相
國
寺

→
宣
德
門

長
編
、
巻

469 11202頁
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元
祐

8
年
（

1093）
哲
宗

觀
燈

・
凝
祥
池
→
中
太
一
宮
→
集
禧
觀
→
醴
泉
觀
→
相

國
寺
→
宣
德
門

長
編
、
巻

480 11423頁

紹
聖
元
年
（

1094）
哲
宗

　
　

・
宣
仁
聖
烈
皇
后
喪

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
紹
聖

2
年
（

1095）
哲
宗

　
　

・
宣
仁
聖
烈
皇
后
喪

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
元
符
元
年
（

1098）
哲
宗

觀
燈

・
凝
祥
池
→
中
太
一
宮
→
集
禧
觀
→
醴
泉
觀
→
宣

德
門

長
編
、
巻

494 11730頁

元
符

2
年
（

1099）
哲
宗

觀
燈

・
醴
泉
觀
→
宣
德
門

長
編
、
巻

505 12034頁
元
符

3
年
（

1100）
哲
宗

罷
觀
燈

・
罷
宣
德
門
觀
燈

長
編
、
巻

520 12356頁
建
中
靖
国
元
年
（

1101）
徽
宗

　
　

・
諒
闇

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
崇
寧
元
年
（

1102）
徽
宗

　
　

・
諒
闇

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
崇
寧

5
年
（

1106）
徽
宗

不
御
樓

・
彗
星
現
于
西
方

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
大
観

3
年
（

1109）
徽
宗

罷
觀
燈

・
皇
后
園
陵
禮
（
詔
）

会
要
、
帝
系

10-7 212頁
政
和

2
年
（

1112）
徽
宗

罷
觀
燈

・
端
門
（
秦
兗
國
大
長
公
主
之
喪
）

・
詔
放
燈
五
日
、
自
二
十
一
日
爲
始

宋
史
、
巻

351 何
執
中
伝

 11102
頁会
要
、
帝
系

10-7 212頁
政
和

3
年
（

1113）
徽
宗

放
燈

・
詔
放
燈
五
日

宋
史
、
巻

113 2698–2699頁
会
要
、
帝
系

10-1 209頁
宣
和

6
年
（

1124）
徽
宗

觀
燈

・
御
樓

・
景
龍
門

宋
史
、
巻

65 1419頁
宋
史
、
巻

113 2699頁
宣
和

7
年
（

1125）
徽
宗

觀
燈

・
宴
輔
臣

宋
史
、
巻

113 2699頁
会
要
、
帝
系

10-2 210頁

一
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【
参
考
文
献
】

久
保
田
和
男
『
宋
代
開
封
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、

2007年
）

192–193頁
。

周
宝
珠
『
宋
代
東
京
研
究
』（
河
南
大
学
出
版
社
、

1992年
）

498頁
。

羽
鳥
一
彦
「
上
元
観
燈
に
み
え
る
宋
代
の
都
市
風
俗
　
　
宋
代
の
あ
か
り
と
祭
礼
　
　
」（『
中
央
大
学
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第

9
号
、

1985年
、

16–31頁
）

30–31頁
。

【
凡
例
】

（
1）「
年
号
（
西
暦
）」
列
に
複
数
の
元
号
が
記
さ
れ
た
箇
所
は
、
年
内
に
改
元
さ
れ
た
年
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

（
2）「
開
催
の
有
無
」
列
に
ア
ミ
カ
ケ
の
あ
る
箇
所
は
、
行
事
が
中
止
さ
れ
た
年
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

（
3）「
開
催
時
の
行
幸
先
・
中
止
時
の
理
由
」
列
の
太
字
箇
所
は
、
具
体
的
に
行
幸
先
が
記
さ
れ
て
い
る
事
例
を
示
す
。

（
4）「

開
催
時
の
行
幸
先
・
中
止
時
の
理
由
」
列
に
見
え
る
明
徳
門
・
丹
鳳
門
・
乾
元
門
・
正
陽
門
・
宣
徳
門
は
、
時
期
に
よ
っ
て
は
宮
城
の
正
門
で

あ
る
場
合
が
あ
る
（
宮
城
の
正
門
は
、
明
徳
門
・
丹
鳳
門
・
乾
元
門
・
正
陽
門
・
宣
徳
門
と
名
称
が
変
遷
し
て
い
る
。
木
田
知
生
「
宋
代
開
封
と
張

択
端
『
清
明
上
河
図
』」（『

史
林
』
第

61巻
第

5
号
、

1978年
、

130–144頁
）

131頁
参
照
）。

（
5）「
出
典
」
列
の
書
名
は
次
の
通
り
。

　
宋
史
：『
宋
史
』、
会
要
：『
宋
会
要
輯
稿
』、
長
編
：『
続
資
治
通
鑑
長
編
』。

【
註
】

※
1
　
こ
の
事
例
に
つ
い
て
久
保
田
氏
は
乾
徳

7
年
と
す
る
が
、
劉
琳
等
校
点
『
宋
会
要
輯
稿
』
帝
系

10（
上
海
古
籍
出
版
社
、

2014年
）

232頁
注
［

1
］

に
従
い
、
開
宝

7
年
（

974）
に
改
め
た
。

※
2
　
雍
熙

5
年
（
端
拱
元
年
）
の
記
事
は
、『
宋
史
』
巻

440夏
侯
嘉
正
伝
の
み
が
実
施
と
記
す
。
た
だ
し
、「
端
拱
初
」
と
あ
り
、
未
詳
で
あ
る
。

後
考
を
俟
つ
。

一
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〕〔

〕〔

上
土
橋

〕〔

〕〔

〕〔〕〔 〕〔

文徳殿

〕〔〕〔

洲橋 相国寺橋

保康門橋 上
土
橋

下
土
橋

万寿観
【1029 年】 開宝寺【559 年】

延福宮
【1113 年】

啓聖院
【985 年】

0 1 2 km

相国寺
開封府

景徳寺
【958 年】

延真観

【956 年】

西五岳観 五岳観
祐聖観

天清寺

祥源観

醴泉観

金水門
（天波門） 封丘門（安遠門）

西
華
門

東
華
門

宣徳門
（
望
春
門
）

曹
門

（
麗
景
門
）

宋
門角

子
門保康門

新門  　
（崇明門）

（
宜
秋
門
）

鄭
門

広利水門（蔡河上水門）
東水門

御
街

宮城
（大内）

外

　城

（
新
城
）

中太一宮

五
丈河

金 水 河

金明池

瓊林苑

（
恵
民
河
）

蔡
河

凝祥池

汴
河

仏教寺院　　道観
城門　　　　水門
汴河（大運河）
上元観灯時の行幸範囲

（太線は真宗期以降）

拱辰門

朱雀門

南山観

内
城
（
旧
城
）

建隆観
【554 年―559 年】

酸棗門
（景龍門）

昆岳
【1122 年】

（
順
天
門
）

新
鄭
門

太平興国寺

南薫門

普済水門
（蔡河下水門）

付図　北宋開封の城内空間と上元観灯行事
〔出典〕妹尾達彦「北京の小さな橋　　街角のグローバルヒストリー　　」（関根康正編
『ストリートの人類学』下巻、国立民族学博物館調査報告No. 81、2009年、95–183頁）143
頁図15に基づいて作成。
〔参考資料〕
孟元老撰・鄧之誠注『東京夢華録』（中華書局、1982年）
周城撰『宋東京考』（中華書局、1988年）
李濂撰『汴京遺蹟志』（中華書局、1999年）
〔注〕
寺観等の位置はあくまでも推測である。史料内に場所が書かれていない寺院や道観も存在
する。なお、図中の【　】内は創建時の年号を西暦で記した。
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up to the Battle of Talas. The Shāsh (Shiguo 石國), patronised by the Turkic 

nomadic Huangsheng Türgiš (Huangxing Tuqishi 黃姓突騎施), found them-

selves in conflict with the Tang. The Shāsh’s defection from the Tang during 

their conflict with Fergana prompted Gao Xianzhi’s military expedition and 

eventually led to the outbreak of the Battle of Talas.

     In Chapter 2, two historical documents are examined: the newly discov-

ered Turfan document dating back to 751 (2006TZJI:026) and the Epitaph of 

Guo Yao 郭曜 from 783. Both documents record the departure of Gao Xian-

zhi’s army for the Battle of Talas. Remarkably, they mention Suiye 碎葉 

(Sūyāb, now the site of Ak-Beshim) as the initial destination before Talas. This 

is in line with the records of Du Huan 杜環, which provide more details about 

Suiye than the Battle of Talas itself. Thus, it is clear that the initial destination 

of Gao Xianzhi’s army was not Talas but Suiye.

     In Chapter 3, it is pointed out that the Huangsheng Türgiš had a strong 

presence in Central Asia at the time. The Gao Xianzhi’s army, following the 

defection of Shāsh, assumed that it would engage in battle with the Huang-

sheng Türgiš rather than the emergent Islamic forces, and set out for Suiye.

     The examination conducted by this paper reveals that Gao Xianzhi’s 

expedition, which resulted in the Battle of Talas, did not intend to target the 

Islamic forces; the engagement between the two factions was purely coinci-

dental.

The Northern Song of Kaifeng’s Shangyuan Guandeng and

the Capital Residents

MATSUDA Ryo

     In previous studies on the Northern Song dynasty in the capital of Kai-

feng 開封, although it has been pointed out that the transformation of the 

capital space was related to the background of each period, the changes in the 

iii
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lifestyle of the capital residents at various levels have not yet been fully under-

stood. Among them, Shangyuan guandeng 上元觀燈 (lantern festival) or 

Yuanxiaojie 元宵節 was considered one of the most important annual events 

at that time. However, Dongjing menghua lu 東京夢華錄, which is the main 

source of information about the event, cannot be treated as a matter of the 

entire Northern Song dynasty, and there is room for a reexamination of the 

view that the monarch enjoyed events together with capital residents.

     First, although this event was also held in the Tang dynasty, it was not 

until the Northern Song dynasty that it was finally positioned as a national 

ritual. In particular, in the early years of the Northern Song, the festival was 

held for sanyuan 三元, and in Emperor Taizong’s 太宗 reign (990), the peri-

ods were consolidated to only shangyuan 上元. Second, in the Early Song, the 

main site of the event was Xiangguosi 相國寺 Temple except for the gate 

tower in the imperial palace, but during the reign of Emperor Zhenzong 眞宗, 

Taoist temples were built in the southeast part of the outer capital, and the 

scope of worship was similar to that of suburban rituals in the southern sub-

urbs. In other words, Shangyuan guandeng strengthened its character as a na-

tional ritual at that time. Third, some events were held without the presence of 

the emperor. Especially after the reign of Renzong 仁宗 (1033), the schol-

ar-officials who urged the cancellation of the event were aware of the presence 

of the capital residents and proposed a policy that reflected the current situa-

tion in the capital.

     Through the above discussion, the author concludes that Shangyuan 

guandeng is not only a demonstration of the prosperity of the capital, but it is 

also evidence to suggest that the relationship between the emperor and the 

capital residents, which is related to the temporal and spatial changes of the 

Northern Song Kaifeng as a whole.

iv
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